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》
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》
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国
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特
別
入
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程
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台
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人
朝
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用
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長
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程
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程
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在
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休
学
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程

　
試
験
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進
級
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卒
業
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程

　
授
業
料
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図
書
貸
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及
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規
程

　
学
資
貸
給
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程

専
攻
部
規
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学
生
々
徒
ニ
シ
テ
実
業
学
校
教
員
鍵
成
規
程
二

依
ル
授
業
料
免
除
者
心
得
　
　
　
　
　
　
　
《
省
略
》

委
託
生
二
関
ス
ル
心
得
　
《
省
略
》

学
生
々
徒
心
得

教
授
要
旨
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学
資
金
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々
徒
現
員
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省
略
》

学
生
々
徒
科
別
及
年
級
表
《
省
略
》

学
生
々
徒
年
齢
表
《
省
略
》

学
生
々
徒
身
体
検
査
統
計
表
《
省
略
》

学
生
々
徒
府
県
別
表
《
省
略
》
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》
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生
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業
生
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《
省
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》

旧
附
属
主
計
学
校
卒
業
生
及
其
就
職
先
《
省
略
》
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業
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年
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較
表
《
省
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商
品
陳
列
所
《
省
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》

土
地
及
建
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《
省
略
》

商
業
教
員
養
成
所
一
覧
《
省
略
》

調
査
部
規
程

調
査
報
告
書

附
　
録
《
省
略
》

　
一
橋
会
規
則
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会
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東
京
高
等
商
業
学
校
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図
《
省
略
》
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学
年

大
正
五
年
四
月
一
日

同同同同同同同同同同同同同同同

暦

四
月
三
日

四
月
十
日

四
月
十
一
日

七
月
二
十
日

自
大
正
五
年
四
月
　
一
　
日

至
大
正
六
年
三
月
三
十
一
日

七
月
二
十
一
日

七
月
三
十
日

八
月
三
十
一
日

九
月
十
日

九
月
十
一
日

九
月
二
十
二
日

九
月
二
十
三
日

十
月
十
七
日

十
月
三
十
一
日

十
一
月
二
十
三
日

十
二
月
二
十
五
日

大
正
六
年
一
月
七
日

同同同同同

二
月
十
一
日

春
分
日

三
月
二
十
四
日

三
月
二
十
五
日

三
月
三
十
一
日

学
年
始

休
業
（
神
武
天
皇
祭
）

春
季
休
業
終

第
一
学
期
始

第
一
学
期
終

夏
季
休
業
始

休
業
（
明
治
天
皇
祭
）

同
　
（
天
長
節
）

夏
季
休
業
終

第
二
学
期
始

休
業
（
本
校
開
設
記
念
日
）

同
　
（
秋
季
皇
霊
祭
）

同
　
（
神
嘗
祭
）

同
　
（
天
長
節
祝
日
）

同
　
（
新
嘗
祭
）

冬
季
休
業
始

冬
季
休
業
終

休
業
（
紀
元
節
）

同
　
（
春
季
皇
霊
祭
）

第
二
学
期
終

春
季
休
業
始

学
年
終

文
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制

第
一
条
文
部
省
直
轄
諸
学
校
ハ
左
ノ
如
シ
。

　
東
京
高
等
師
範
学
校
、
広
島
高
等
師
範
学
校
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
、
奈

　
良
女
子
高
等
師
範
学
校
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
、
鹿
児
島
高
等
農
林
学
校
、
上

　
田
蚕
糸
専
門
学
校
、
東
京
高
等
蚕
糸
学
校
、
京
都
高
等
蚕
業
学
校
、
東
京
高
等

　
商
業
学
校
、
神
戸
高
等
商
業
学
校
、
長
崎
高
等
商
業
学
校
、
山
口
高
等
商
業
学

　
校
、
小
樽
高
等
商
業
学
校
、
第
ニ
ロ
同
等
学
校
、
第
二
高
等
学
校
、
第
三
高
等
学

　
校
、
第
四
高
等
学
校
、
第
五
高
等
学
校
、
第
六
高
等
学
校
、
第
七
高
等
学
校
造

　
士
館
、
第
八
高
等
学
校
、
干
葉
医
学
専
門
掌
校
、
岡
山
医
学
専
門
学
校
、
金
沢

　
医
学
専
門
学
校
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
、
新
潟
医
学
専
門
学
校
、
東
京
高
等
工

　
業
学
校
、
大
阪
高
等
工
業
学
校
、
京
部
高
等
工
芸
学
校
、
名
古
屋
高
等
工
業
学

　
校
、
熊
本
高
等
工
業
学
校
、
米
沢
高
等
工
業
学
校
、
桐
生
目
同
等
染
織
学
校
、
秋

　
田
鉱
山
專
門
学
校
、
東
京
外
国
語
学
校
、
東
京
美
術
学
校
、
東
京
音
楽
学
校
、

　
東
京
盲
学
校
、
東
京
聾
唖
学
校

第
二
条
　
高
等
師
範
学
校
二
附
属
中
学
校
及
附
属
小
学
校
ヲ
置
ク
。

第
三
条
　
女
子
高
等
師
範
学
校
二
附
属
高
等
女
学
校
附
属
小
学
校
及
附
属
幼
稚
園

　
ヲ
置
ク
。

第
四
条
　
東
京
高
等
商
業
学
校
二
商
業
教
員
養
成
所
ヲ
附
設
ス
。

第
四
条
ノ
ニ
　
新
潟
医
学
専
門
学
校
二
附
属
医
院
ヲ
置
ク
。

第
五
条
　
東
京
高
等
工
業
学
校
二
附
属
職
工
徒
弟
学
校
及
附
属
工
業
補
習
学
校
ヲ

　
置
キ
エ
業
教
員
養
成
所
ヲ
附
設
ス
。

第
六
条
　
文
部
省
直
轄
諸
学
校
二
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク
。

　
　
校
長
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教
授

　
　
生
徒
監

　
　
助
教
授

　
　
書
記

第
七
条
校
長
ハ
勅
任
又
ハ
奏
任
ト
ス
。
文
部
大
臣
ノ
命
ヲ
承
ケ
校
務
ヲ
掌
理
シ

　
所
属
職
員
ヲ
監
督
ス
。

第
八
条
　
教
授
ハ
勅
任
又
ハ
奏
任
ト
シ
助
教
授
ハ
判
任
ト
ス
。
生
徒
ノ
教
育
ヲ
掌
ル
。

第
九
条
　
生
徒
監
ハ
奏
任
教
官
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス
。

　
生
徒
監
ハ
校
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
専
ラ
生
徒
ノ
訓
育
ヲ
掌
ル
。

第
十
条
　
書
記
ハ
判
任
ト
ス
。
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会
計
二
徒
事
ス
。

第
十
七
条
　
専
任
教
官
中
其
ノ
学
校
所
設
ノ
某
学
科
ヲ
担
任
ス
ベ
キ
者
ヲ
得
ザ
ル

　
場
合
二
於
テ
ハ
、
兼
任
教
官
ヲ
置
キ
若
ク
ハ
学
校
長
二
於
テ
特
二
文
部
大
臣
ノ
許

　
可
ヲ
得
テ
臨
時
二
講
師
ヲ
嘱
託
シ
、
其
ノ
学
科
ノ
授
業
ヲ
担
任
セ
シ
ム
ル
コ
ト

　
ヲ
得
。

第
十
八
条
　
文
部
大
臣
ハ
高
等
師
範
学
校
、
女
子
高
等
師
範
学
校
、
東
京
高
等
商

　
業
学
校
及
東
京
高
等
工
業
学
校
教
官
ノ
中
ヨ
リ
各
其
附
属
学
校
主
事
教
員
養
成

　
所
主
事
附
属
幼
稚
園
主
事
ヲ
命
ジ
、
其
事
務
ヲ
掌
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。

第
十
九
条
　
文
部
大
臣
ハ
校
務
上
ノ
須
要
二
依
リ
学
校
二
商
議
委
員
会
ヲ
設
ク
ル

　
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
其
ノ
委
員
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
命
ズ
。

　
　
　
　
附
　
　
則

第
二
十
条
　
本
令
ハ
明
治
二
十
六
年
九
月
十
一
日
ヨ
リ
施
行
ス
。

勅
令
第
百
二
十
四
号
（
大
正
三
年
六
月
十
九
日
）

文
部
省
直
轄
諸
学
校
職
員
定
員
令
（
抜
抄
）

　
　
　
　
　
東
京
高
等
商
業
学
校

　
　
校
長
　
　
　
　
　
　
　
　
一
人

　
　
教
授
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
三
人

　
　
助
教
授
　
　
　
　
　
　
　
十
二
人

　
　
書
記
　
　
　
　
　
　
　
九
人

勅
令
第
九
十
六
号
（
明
治
二
十
六
年
九
月
十
一
日
）

　
　
　
　
　
帝
国
大
学
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人

　
　
　
　
　
使
用
方

　
帝
国
大
学
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
二
於
テ
学
科
教
授
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
帝
国

　
大
学
総
長
及
直
轄
諸
学
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
、
雇
外
国
人
ヲ
シ
テ

　
教
官
ノ
職
務
二
当
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。

勅
令
第
六
十
一
号
（
明
治
三
十
六
年
三
月
二
十
七
日
）

専
門
学
校
令
（
抜
抄
）

第
一
条
　
高
等
ノ
学
術
技
芸
ヲ
教
授
ス
ル
学
校
ハ
専
門
学
校
ト
ス
。

　
専
門
学
校
ハ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
本
令
ノ
規
定
二
依
ル
ベ
シ
。

第
五
条
　
専
門
学
校
ノ
入
学
資
格
ハ
中
学
校
若
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
以
上
ノ
高
等

　
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
、
又
ハ
之
ト
同
等
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
検
定
セ
ラ
レ

　
タ
ル
者
以
上
ノ
程
度
二
於
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ
（
但
書
略
ス
）
。

　
前
項
検
定
二
関
ス
ル
規
程
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム
。

第
六
条
　
専
門
学
校
ノ
修
業
年
限
ハ
三
箇
年
以
上
ト
ス
。

第
七
条
　
専
門
学
校
二
於
テ
ハ
予
科
、
研
究
科
及
別
科
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
。
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第
八
条
　
官
立
専
門
学
校
ノ
修
業
年
限
、
学
科
、
学
科
目
及
其
ノ
程
度
並
予
科
、

　
研
究
科
及
別
科
二
関
ス
ル
規
程
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
十
五
年
勅
令
第
二
二
二
号

勅
令
第
二
十
九
号
（
明
治
三
十
二
年
二
月
六
日
）
同
三
十
六
年
勅
令
塗
ハ
ニ
号
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
条
項
改
正

　
　
　
　
　
実
業
学
校
令
（
抜
抄
一

第
一
条
実
業
学
校
ハ
エ
業
、
農
業
、
商
業
等
ノ
実
業
二
従
事
ス
ル
者
二
須
要
ナ

　
ル
教
育
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
。

第
二
条
　
実
業
学
校
ノ
種
類
ハ
エ
業
学
校
、
農
業
学
校
、
商
業
学
校
、
商
船
学
校

　
及
実
業
補
習
学
校
ト
ス
（
以
下
略
ス
）
。

第
二
条
ノ
ニ
　
実
業
学
校
ニ
シ
テ
高
等
ノ
教
育
ヲ
為
ス
モ
ノ
ヲ
実
業
専
門
学
校
ト

　
ス
。

　
実
業
専
門
学
校
二
関
シ
テ
ハ
専
門
学
校
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル
。

　
　
　
　
　
文
部
省
直
轄
実
業
専
門
学
校
委
託
生
規
程

一
期
部
齢
令
細
二
什
三
群
一

第
一
条
　
北
海
道
府
県
郡
市
町
村
其
他
ノ
公
共
団
体
及
私
人
ハ
文
部
省
直
轄
実
業

　
専
門
学
校
生
徒
ニ
シ
テ
、
卒
業
後
其
公
共
団
体
又
ハ
私
人
ノ
設
置
セ
ル
実
業
学

　
校
ノ
教
職
二
従
事
ス
ベ
キ
者
二
学
費
ヲ
補
給
シ
、
委
託
生
ト
シ
テ
在
学
セ
シ
ム

　
ル
コ
ト
ヲ
得
。

第
二
条
　
公
共
団
体
又
ハ
私
人
ハ
委
託
生
ノ
選
定
ヲ
当
該
学
校
長
二
委
嘱
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
与
。

　
　
　
’
f

第
三
条
　
公
共
団
体
又
ハ
私
人
ヨ
リ
委
託
生
二
補
給
ス
ベ
キ
学
資
ハ
一
箇
月
十
円

　
以
上
ト
ス
。

第
四
条
　
委
託
生
ニ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ズ
。

第
五
条
　
委
託
生
ハ
卒
業
ノ
日
ヨ
リ
学
資
ノ
補
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
期
問
二
一
箇
年
ヲ

　
加
ヘ
タ
ル
期
間
当
該
公
共
団
体
、
又
ハ
私
人
ノ
設
置
セ
ル
実
業
学
校
ノ
教
職
二

　
従
事
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
有
ス
。

第
六
条
　
委
託
生
ニ
シ
テ
在
学
中
半
途
退
学
シ
又
ハ
委
託
生
タ
ル
コ
ト
ヲ
止
ム
ル

　
ト
キ
若
ハ
卒
業
後
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
其
補
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
学

　
資
ヲ
当
該
公
共
団
体
又
ハ
私
人
二
償
還
ス
ベ
シ
。
但
シ
当
該
公
共
団
体
又
ハ
私

　
人
二
於
テ
酌
量
ス
ベ
キ
情
状
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
全
部
又
ハ
一
部
ノ
償

　
還
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　
一
、
前
条
ノ
義
務
ヲ
尽
サ
、
・
ル
ト
キ

　
ニ
、
懲
戒
免
職
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ

　
三
、
免
許
状
搦
奪
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

第
七
条
　
学
校
長
ハ
本
令
二
関
シ
必
要
ナ
ル
細
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　
　
　
　
　
文
部
省
直
轄
学
校
外
国
人
特
別
入
学
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
期
艶
転
十
蝶
一

第
一
条
　
外
国
人
ニ
シ
テ
文
部
省
直
轄
学
校
二
於
テ
一
般
学
則
ノ
規
定
二
依
ラ
ズ

　
所
定
ノ
掌
科
ノ
一
科
若
ハ
数
科
ノ
教
授
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
外
務
省
、
在
外

　
公
館
又
ハ
本
邦
所
在
ノ
外
国
公
館
ノ
紹
介
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
特
二
之
ヲ
許
可
ス

　
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
四
条
　
本
令
ノ
規
程
二
依
リ
入
学
シ
タ
ル
外
国
人
ニ
シ
テ
学
科
修
了
ノ
証
明
書

　
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
ハ
試
験
ノ
上
之
ヲ
付
与
ス
ベ
シ
。

第
五
条
　
本
令
ノ
規
程
二
依
リ
入
学
シ
タ
ル
外
国
人
ニ
ハ
入
学
試
験
料
、
入
学
料

　
及
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
。

文
部
省
令
第
十
六
号
（
明
治
四
十
四
年
四
月
四
日
）
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文
部
省
直
轄
学
校
外
国
人
特
別
入
学
規
程
ハ
台
湾
人
若
ハ
朝
鮮
人
二
之
ヲ
準
用

　
ス
但
シ
其
ノ
入
学
二
関
シ
テ
ハ
台
湾
総
督
府
又
ハ
朝
鮮
総
督
府
ノ
紹
介
ヲ
要
ス
。

　
　
　
　
　
文
部
省
直
轄
諸
学
校
長
職
務
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
斌
正
紅
点
卑
泄
一
細
一

第
一
条
　
校
長
ハ
判
任
官
ノ
進
退
ヲ
具
状
シ
及
高
等
官
ノ
進
退
二
付
意
見
ヲ
具
ヘ

　
テ
文
部
大
臣
二
稟
申
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

第
二
条
　
校
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
経
テ
高
等
官
ヲ
シ
テ
其
ノ

　
事
務
ヲ
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。

第
三
条
　
左
ノ
事
項
ハ
校
長
之
ヲ
専
行
ス
ペ
シ
。
　
　
　
　
　
．

　
但
シ
第
六
号
及
第
八
号
二
関
シ
テ
ハ
処
分
後
文
部
大
臣
二
報
告
ス
ベ
シ
。

　
　
第
一
　
教
官
ノ
学
科
担
任
及
事
務
員
ノ
分
課
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

　
　
第
二

　
　
第
三

　
　
第
四

　
　
第
五

　
　
第
六

　
　
第
七

　
　
第
八

第
四
条

　
シ
。

　
規
則
ノ
施
行
上
必
要
ナ
ル
細
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

　
俸
給
月
額
四
十
円
以
下
ノ
雇
員
ノ
進
退
二
関
ス
ル
コ
ト

　
教
官
以
下
ノ
内
国
各
地
出
張
二
関
ス
ル
コ
ト

　
教
官
以
下
ノ
除
服
出
仕
、
請
暇
二
関
ス
ル
コ
ト

　
講
師
ノ
解
嘱
及
其
ノ
報
酬
減
額
二
関
ス
ル
コ
ト

　
経
費
中
ノ
目
ヲ
流
用
ス
ル
コ
ト

　
三
日
以
内
ノ
臨
時
休
業
ヲ
為
ス
コ
ト

前
条
二
掲
ゲ
タ
ル
モ
ノ
ノ
外
文
部
大
臣
ノ
許
司
ヲ
受
ケ
之
ヲ
施
行
ス
ペ

東
京
高
等
商
業
学
校
商
議
委
員
会
規
程

一
期
治
一
師
四
梅
士
布
．
秤
六
細
一

第
一
条
文
部
省
轟
諸
学
校
官
制
第
七
条
嚢
十
一
依
リ
東
京
高
等
商
業
学
校

　
二
商
議
委
員
会
ヲ
置
ク
。

第
二
条
　
商
議
委
員
ハ
左
ノ
人
員
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ
。

　
文
部
省
又
ハ
其
所
属
高
等
官
　
　
　
　
二
名

　
農
商
務
省
高
等
官
　
　
　
　
　
　
　
二
名

商
工
業
ノ
経
歴
ア
ル
者
　
　
嘉
雑

第
三
条
　
商
議
委
員
会
ハ
学
科
課
程
重
要
ノ
諸
規
則
其
他
学
校
長
二
於
テ
必
要
ト

　
認
ム
ル
事
項
ヲ
審
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
四
条
　
商
議
委
員
会
ハ
文
部
大
臣
ノ
諮
問
ア
ル
ト
キ
ハ
意
見
ヲ
陳
述
ス
ベ
シ
。

第
五
条
　
商
議
委
員
会
ノ
会
議
ハ
学
校
長
之
ヲ
開
キ
其
議
案
ヲ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト

　
ス
。

　
　
但
商
議
委
員
ノ
意
見
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
議
案
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
。

第
六
条
　
商
議
委
員
会
ノ
議
事
二
関
ス
ル
規
程
ハ
委
員
会
二
於
テ
之
ヲ
議
定
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
。

第
七
条
　
商
議
委
員
会
ノ
決
議
ハ
学
校
長
ヨ
リ
文
部
大
臣
二
報
告
ス
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
教
授
会
規
程
一
明
治
三
十
六
年
±
亘
十
八
日
制
定
）

第
一
条
　
教
授
会
ハ
校
長
ノ
諮
詞
二
応
ジ
テ
教
務
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
審
議
ス
ル
モ

　
ノ
ト
ス
。

第
二
条
　
会
員
ハ
教
授
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ
但
シ
校
長
二
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ

　
ハ
会
員
以
外
ノ
教
員
ヲ
シ
テ
教
授
会
二
列
席
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
三
条
　
校
長
ハ
教
授
会
ヲ
召
集
シ
其
ノ
議
長
ト
ナ
ル
校
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
上

　
席
教
授
之
二
代
ル
。

第
四
条
　
議
案
ハ
校
長
之
ヲ
提
出
ス
。
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　商商

　業
　　品
　地
　理及
マバ
スチ

タ三
1フ
・1

すオ

㍗
アア

11理
ツツ

（学
ア士
丈
■奈
ス

ト佐
大

学忠

　行
　平静
　　岡
　民県

教

授

東只高等商業学校一覧

　　名　　　校
マバ　営
スチ　　目

タ三教
1、了授　　長
オ’
プす
・ス

アア

男11
　ツツ

爵ア
　　ム
神1’
　　ス田　ト

　　大
乃学
武

華東

京

族府

法
学
博
士

佐

野

善

作

平東

京

民府

職

員

株東株森鉄九日東株
式京式村道州本京式
会商会組院帝郵帝会
社業社総総国船国社
三会第長裁大株大第
丼議百　　　学式学一
銀所銀　　　総会農銀
行会行　　長社科行
常頭取　　　　長大頭
務　　締　　　　　　学取
取　　役　　　　　　教
締　　支　　　　　　授
役　　配
　　　人

　　　　男法工男法男
　　　　　　学学　　学
　　　　　　博博　　博
　　　　爵士士爵士爵

早中池森添真近和渋
’野田箒田野藤黒沢

吉武謙毒寿文廉豪栄

郎営三門一二平三一

商
議
委
員

嘉
職
順

　　保経英　　英
　　険済
　　蕊

禽繋葬語語

教磐　マバ
師　　　スチ
（　　　　　タエ
就　　　　Iラ
職　　　　　・1
順　　　　　’
）　　　オオ
　　　　　ププ

　　　　　アア　　商　11
　　学　　ツツ
　　士　　（（　　　　　エケ
　　　　　1二　　藤清ルヨ舟
　　本田大ン
　　　　　学大
　　幸竜）学橋
　　太之
　　郎助　　雄
　　平三平東　　士東

　　重京　　京
　　民県民府　　族府

簿講1商1∵灘1鐵英萎仏英

鵡11寮11学篤針11111
エチ纂　兼　㌶　論意理記奪李蓋
ビ三　　　　　　　　文　　　　　　　タ三　　　　　　　　　　　官教帝

オフ　　　　　部　　　　1フ　　　　　　　授国

ンI、　省’．、　兼大’オ　　　　　　　　　督　　　　　　　千オ　　　　　　　　　　　　　法学東

苧　　著　ζ　　　鱗器
ごラ離商工法商　法法　11　法法法　　法法学
二学毒学学毒学学毒ツツ薄学驚　学毒嚢

　士士士　士　士　士　　　士士　　　　　　　士士士　　　　　　士士授

ラ　　　　　　　ニ
　1三上木山堀星志山ン鹿佐中石下長美久小
　　浦田村口　野田ロニ野野村川野谷濃米谷
　　　貞恵　光　鋼　大清　　　直川部桂野
　　新次吉弘　太太鍵き次善進文太方達＿敬
　　七郎郎一亀郎郎太　郎作午吾郎文吉郎三
　平山平東平東士東平長士静士千士神　　平山平東平北平東平岐士山平兵±佐平東

　　形京京京崎岡葉希　形京海京阜口庫賀京
　民県民府民府族府民県族県族県族県　　民県民府民道民府民県族県民県族県民府
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英商
業
算
術
、

貿
易
実
務

仏支
　
那

西
班

英英仏

語

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
、

ジ
ョ
セ
フ
、
ヘ
ヤ
ー
英
国
人

　
　
刊
吋
㌧
行
ぺ
z
ド
㌣
ヌ
㌶
㍑
ツ
外
ル
ベ
一
〃
㍗
チ

摘
業
実
践
　
　
　
　
　
　
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ョ
セ
フ
・
ブ
ロ
ッ
ク
ホ
イ
ス
白
国
人

　
英
語

　
　
バ
シ
ュ
リ
エ
ー
、
エ
ス
、
レ
ッ
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア
カ
デ
ミ
ー
　
ド
　
パ
リ
ー
）

証語証語

牙
語語

講
語語

リ

ル

ヒ
　
ヤ

挙
人
一
儲
一
李

　
　
　
　
　
ヘ
ン

ル

ド

ヤ
　
クノ、

師

1
仏
国
人

ゼ

独
国
人

ババ　　マバ　　マバ　　　リ　　挙

シシスチスチセ人ユユ　　タェ　　タェ　　　ン　　（
リリ　　1ラ　　1ラ　　　シ　　大一1
エエ　　、1　　，1　　　ヤ　　学芽

　11　　’　　’．　1　）　・・オオ千オ　ドエェェジププジフプゴレ・へ李
｛ヨ∵パアパ与うン
、シレ　　l　l　’　l　l　、ス’リ

　ャッンツツ　トツツ　ヒ（フ　1
エント　（（＿（メマイ、スル　・タハフ　ェ　ネ　ドロ

ム（（　フ1へ1そリソェ文
・影ア㌣．7実｝フ
大大イ学ド　　学　ラ大ヤ　’

二鑓ル）李章）；㍗

　　　フ　　　　　’｛ル　ス　ト　ダ　1権
仏　米　米　西　英支
国国国国国醤
人　人　人　人　人人

（
就
職
順
）

ア
　
イ

（
カ
ン
大
学
）

（
巴
里
大
学
）

　
　
　
　
　
　
リ
サ
ン
シ
ェ
ー
、
ア
ン
、
シ
ア
ン
ス
、
コ
ム
メ
ル
シ
ャ
ル
（
ア
ン
ス

　
　
　
　
　
　
チ
チ
ュ
ー
・
、
ス
ー
ペ
リ
ョ
ー
ル
、
ド
、
コ
ム
メ
ル
ス
、
ダ
ン
ベ
ル
ス
）

保
険
論
　
　
　
法
学
博
士
村
瀬
春
雄
輯
庫
照

財
政
及
金
融
　
会
計
検
査
院
長
雅
学
博
駈
田
尻
稲
次
郎
鞭
児
島
鯨

　
　
　
　
　
　
陸
嚢
授
ガ
ン
ヂ
ダ
ー
－
、
ポ
ゴ
ス
一
‡
一
瓢
費
釘
一

露
　
語
　
　
　
　
　
樋
口
艶
之
助
輻
城
煕

作
　
文
　
　
　
　
　
田
中
美
也
司
粁
繋
鯨

農
業
政

破支仏

産

策法証法語

東
洋
経
済
事
情

外
　
交

史

憲
法
及
行
政
法

書作交修仏

法文通身語

仏修経刑教銀貨商商西工経　　　　　　　　　　　　　　　　済
　　　済　育行幣業業班業宇
　　　　　　　　　　算算牙　経
　　　　　　　　　　　　　　　政済
語身学法学論論術術語学
　　　　　　　　　　　　　　　策史

　　　　　ド
　　　　　ク
　法東　ト　文東　法東
　科京　　　ル　　　科京　　科京

　大帝　　　　東大帝　　大帝
　学国第　工　京学国　　学国
　教大一　ス　外教大　　教大
鉄授学高　レ　国授学　　授学
道　　等　　語
院法法学ζ学文商法法法
裂学蕎嚢ル嚢蕎学毒学毒

事士士授芭授士士士士士

商

学

士

東
京
外
国
語

学商法
嚢学毒

授士士

杉富寛石笑滝中左牧中内川村篠福
山永
　　　　克川
令謙

吉治彦剛
平岐平東士長平東

　阜京　野京
民県民府族県民府

き村島富野島村林田田
　立　　由　　半藤　　専
　太カ三英次　貫之賢徳
　郎造郎一郎章治助易三
　士東平京平神平岐士熊平山平三平東士東平東

　　京都請阜本梨重京京京
　族府民府民県民県族県民県民県民府族府民府

　法東　　法東農東
　科京　　科京科京
　大帝東大帝大帝
東学国京学国学国
京教大外教大教大
美授学国授学授学
術　　語
学法法学法法農農
嚢学毒嚢学蕎学毒

授士士授士士士士

黒土岡加横

商
学
士

根林

　
　
東
京
帝
国
大
学
　
法
学
博
士
　
上

　
　
法
科
大
学
教
授
　
法
学
士

ド
ク
ト
ル
、
エ
コ
ノ
ミ
ェ
、
プ
ブ
リ
ツ
ェ

　
　
　
　
　
　
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
）

　
　
　
　
法
学
博
士

　
　
　
　
商
学
士

東
京
外
国
語
学
校
教
授

丼藤本
方

時正正

田
　
清

杉
岸毅

慎

吉陸桔輝寧文治敬
士東平番士和華東士高士愛平鳥士熊

京川諮京知媛取本
族府民県族県族府族県族県民県族県
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柔剣
道道
教教
師師

内山
　　田田

　　次
作郎

蔵吉
平東士千

京葉
民府族県

　　衛

　　生

　　賭師　皿　校
　　督

範

姦
職
順

陸
軍

等
軍
医

医

学

士

藤

広

平茨

城

民県

東只周等商業学校一覧

貿英商経応応高社銀言十英
　　済　　　　　　理
易工科用用等会行学
　政経化化数
　　済　　　　　簿
科語策学学学学学科記語

体独民民民機論修
　　　　　　　械理
　　　　　　　及　逸　　　電及
　　　　　　　気心
操語法法法工理身
　　　　　　　学

　　　東　　　　　　マバ
　　　京兼エ　　　　　スチ

　　　　　　　　　　　　　　　語商　商　工工工理文文商　男アア　　　学法法法法法男文文文法
学学学学蕎挙学蕎学↓↓壌学毒学学毒学蕎学毒

士士士士士士士士土爵（　授士士士士士爵士士士士
　　　　　　　　　　　　ア
　　　　　　　　　　　　ム上大鎌三伊建高神ハ笛武乾三石福松添
田塚田山藤部瀬田ス重内　潴坂原本田
辰金弥喜万　荘　卜　　政　音　亦
之之寿三太遜太乃李五大　信四俊太寿
助助治郎郎吾郎武　郎造彦三郎丸郎一
平東平埼平徳平千平愛平新平静華東　　平宮平埼士奈士東平東華山平群平東

京玉島葉知潟岡京　城玉良京京口馬京
民府民県民県民県民県民県民県族府　　民県民県族県族府民府族県民県民府

会図商
　　　口
計書巖
課館列
主主所事　　　主
任幹幹　務

　　　　　員

商商商図図図図専専専専
品品品童童童蟄攻攻攻攻
陳陳陳目目目目部部部部
列列列館館館館研研研研
塞墓嚢委委委委菱菱奏菱
員員員員員員員委委委委
　　　　　　　　　　貝　員　貝　貝

委

員

外銀独
行

国及

為取
弓
1

替所語

　　弓柔
　　術道
　　教教助
　　師師
教

授

兼教教書

記授授
　商法理

学毒学

　士士＝ヒ

雪三奈
岡浦佐
重

太新忠

郎七行
日I』　　同1」　　目Ij

教教教講教教教教教教教
授授授師授授授授授授授
法　　　　　法法商法法　　商法商法法

蕎　学蕎学学蕎学毒学学蕎
士士士士士士士二止＝士士士

山星鹿乾藤中下三堀志石
口野野　本村野浦　田川
　　　清政幸　　直　　光錦
弘太次　太進太新　太文
一郎郎彦郎午郎七亀郎吾
同．」　　同I」　　同1」　　同1」　　同■」　　同I』　　同1」　　同■」　　同I」　　同1」　　同■』

出出。出　　出出出出出出出出出出出

商

学

士

高雪
垣岡
寅重
次太
郎郎
平広士神

島碕
民県族県

窪藤

田嘉

藤三

信郎
平東士福

京岡
民府族県
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学
生
課
主
任

庶
務
課
主
任

会
計
課
兼
商
品
陳
列
所
係

図
　
　
書
　
　
係

庶
　
　
務
　
　
課

学
　
　
生
　
　
課

庶
　
　
務
　
　
課

商
品
陳
列
所
係

第第第

条条条

規第
一
章

1
」貝

総

嘱書書書書書書書
言モ　　言己　　言己　　言己　　言己　　言己　　言己　　言己

1
」貝

小
菅
元
四
郎
鞭
京
朗

浦金

子
水
哉
錬
京
鯛

岡
幸
吉
撮
京
繍

鈴
木
善
吉
鞭
京
蹄

深平

見尾

与直
孟
岡
鯨

　
東
京
府

　
平
　
　
民

遠
藤
直
之
孟
城
頗

飯
塚
忠
遠
摘
馬
頗

本
校
ハ
商
業
上
必
要
ナ
ル
高
等
ノ
教
育
ヲ
為
ス
所
ト
ス
。

本
校
修
学
年
限
ハ
本
科
ヲ
三
箇
年
ト
シ
予
科
ヲ
一
箇
年
ト
ス
。

本
校
二
専
攻
部
及
商
業
教
員
養
成
所
ヲ
置
ク
。
其
規
程
ハ
別
二
定
ム
ル

所
二
依
ル
。

第
二
章

学
級
及
学
科
課
程

第
四
条
　
予
科
本
科
各
一
年
ヲ
以
テ
一
学
級
ト
シ
、
其
学
科
課
程
ハ
別
表
ノ
定
ム

　
ル
所
二
依
ル
。

第
五
条
　
本
科
学
科
ノ
内
、
外
国
語
ハ
英
語
ノ
外
尚
支
那
、
仏
蘭
西
、
独
逸
、
西

　
班
牙
、
伊
太
利
、
露
西
亜
ノ
六
国
語
二
就
キ
一
語
ヲ
撰
修
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。

　
但
シ
某
国
語
ノ
志
望
者
僅
少
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
国
語
ヲ
設
ケ
ズ
更
二
他
ノ
国
語

　
ヲ
択
バ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。



予
科
学
科
課
程
表
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一
四

一
一
一
一

一
一
一

一
一 一

○
九 八 七 六 五 四

一一一

二 一

時
　
　
問
　
　
合
　
　
計

体
　
　
　
　
　
　
操

論
理
及
心
理

近
世
史
（
英
語
）

法
学
通
論

経
済
大
意

機
械
及
電
気
工
学

応
用
化
学

商
業
算
術
（
珠
算
）

商
業
簿
記

商
業
通
論

三
一
一

毎
週
時
問一一一

二 八 一
］一一

二 二 二 一 一 一
一一一

二 ’

本
科
学
科
課
程
表

13

科二

修

身

銀
行
及
取
引

所

毎
　
　
週

時
　
　
問

第
　
　
年

第
二
年三

第
三
年
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二 二 一
■
’
一

一
一
一

二 二 一 一 一 二 一 一 一
一
一

二 一
一

一
五 四 二 一一

○ 九 八 七 ノ、 五 四
一 一

O 九 八 七 六 五 四
一一一

第
’ 英 商 手 国 商 民 統 財 商 貨 経 経 東 商 作 商 商 計 英 銀 保 交

一
外 洋 晶

国
語 業 済 済

経
及 業 業 文 行

露仏　、

語西　、 業 続 際 計 政 幣 商 理

政 原 大
済

ノ独、 業 算 実 簿 簿

内伊 事
、

地
’支
語那　、 語 史 法 法 法 法 学 学 策 論 論 意 情 理 文 術 践 学 記 記 険 通

四 七
一一一

二 二 一 二 二
’一一

二 五 二
一一一

一 ’
一’一

二 二
一一’

四 四 二 二 二
一一一

二 二 二 一 四 一
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二
六
　
　
　
体

操

時
　
　
　
　
問

合
　
　
　
　
計

二
二
九

第
五
条
ノ
ニ
　
所
定
ノ
学
科
ノ
外
随
意
科
ト
シ
テ
講
義
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
三
章
　
学
年
、

学
期
、
休
業
規
程

第
六
条
　
学
年
ハ
四
月
一
日
二
始
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル
。

第
七
条
　
学
年
中
二
二
学
期
ヲ
設
ク
。
第
一
学
期
ハ
四
月
十
一
日
ヨ
リ
七
月
二
十

　
日
二
至
リ
、
第
二
学
期
ハ
九
月
十
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
二
十
四
日
二
至
ル
。

第
八
条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一
年
中
休
業
左
ノ
如
シ
。

　
毎
日
曜

　
神
武
天
皇
祭

　
明
治
天
皇
祭

　
天
長
節

　
秋
季
皇
霊
祭

　
神
嘗
祭

　
天
長
節
祝
日

　
新
嘗
祭

　
紀
元
節

　
春
季
皇
霊
祭

　
春
季
休
業

　
夏
季
休
業

　
記
念
日
（
本
校
開
設
）

　
冬
季
休
業

三
月
二
十
五
日
ヨ
リ

四
月
十
日
二
至
ル

七
月
二
十
一
日
ヨ
リ

九
月
十
日
二
至
ル

九
月
二
十
二
日

十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ

一
月
七
日
二
至
ル

二
三
〇

三
〇

第
四
章
　
入
学
、

在
学
、
退
学
規
程

第
九
条
　
入
学
期
ハ
毎
学
年
ノ
始
ト
ス
。

第
十
条
　
予
科
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ハ
、
年
齢
満
十
七
歳
以
上
身
体
壮
健

　
品
行
方
正
ニ
シ
テ
、
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
シ
、
入
学
試
験
又
ハ
第
十
二
条
ノ

　
無
試
験
検
定
及
身
体
検
査
二
合
格
シ
タ
ル
者
タ
ル
ベ
シ
。

　
　
一
、
中
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
　
二
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
二
依
ル
試
験
検
定
二
合
格
シ
タ
ル
者

　
　
三
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
二
依
リ
一
般
専
門
学
校
ノ
入
学
二
関
シ
無

　
　
　
　
試
験
検
定
ノ
指
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
　
四
、
甲
種
商
業
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

　
中
学
校
又
ハ
甲
種
商
業
学
校
二
在
学
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
当
該
学
校
長
ヨ
リ
其
ノ

　
年
三
月
二
卒
業
ス
ベ
シ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
、
同
年
二
於
ケ
ル
本
校
入
学
二

　
関
シ
当
該
学
校
ノ
卒
業
者
二
準
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
シ
予
定
期
二
卒
業
セ
ザ
リ

　
シ
ト
キ
ハ
其
ノ
入
学
二
関
ス
ル
手
続
ハ
総
テ
効
カ
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス
。

第
十
一
条
　
入
学
試
験
ノ
学
科
目
ハ
国
語
、
漢
文
、
書
法
、
作
文
、
数
学
、
地

　
理
、
歴
史
、
図
画
、
物
理
、
化
学
、
博
物
、
英
語
ト
シ
中
学
校
卒
業
ノ
程
度
二

　
依
リ
之
ヲ
行
フ
。

　
前
項
学
科
目
ハ
時
宜
二
依
リ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
経
テ
其
ノ
一
科
目
又
ハ
数
科

　
目
ノ
試
験
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
十
二
条
　
中
学
校
甲
種
商
業
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
入
学
志
願
者
ニ
シ
テ
、
所
定
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ノ
学
年
問
当
該
学
校
二
在
学
シ
、
各
学
年
首
位
ヨ
リ
算
ヘ
テ
及
第
者
総
数
ノ
十

　
分
一
以
内
ノ
席
次
ヲ
有
シ
、
卒
業
ノ
際
第
五
位
以
上
ノ
席
次
二
在
リ
タ
ル
者
ハ
、

　
若
干
名
ヲ
限
リ
試
験
ヲ
用
ヰ
ズ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

　
第
十
条
第
二
項
二
規
定
セ
ル
入
学
志
願
者
ニ
シ
テ
、
在
学
中
既
往
ノ
成
績
前
項

　
ノ
規
定
二
該
当
ス
ル
者
ハ
無
試
験
検
定
ヲ
出
願
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
シ
卒
業
期

　
二
於
テ
前
項
規
定
ノ
成
績
ヲ
得
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
、
右
出
願
ノ
効
カ
ヲ
失
フ
モ
ノ

　
ト
ス
。
本
条
二
該
当
ス
ル
者
ノ
身
体
ハ
先
ヅ
身
体
検
査
証
二
依
リ
検
査
シ
、
入

　
学
前
更
二
本
校
二
於
テ
検
査
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
。

第
十
三
条
　
入
学
志
願
者
ハ
入
学
願
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ
。
入
学
願
書
用
紙
ハ
本
校

　
ヨ
リ
之
ヲ
交
付
ス
。

第
十
四
条
第
十
条
二
依
リ
入
学
試
験
ヲ
受
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
金
五
円
ヲ
試

　
験
料
ト
シ
テ
入
学
願
書
二
添
へ
納
付
ス
ベ
シ
。

　
第
十
二
条
二
依
リ
入
学
ヲ
許
可
シ
タ
ル
者
ハ
金
三
円
ヲ
入
学
料
ト
シ
テ
納
付
ス

　
ベ
シ
。

　
　
但
シ
本
条
二
依
リ
一
旦
収
納
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
入
学
願
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ア
ル
モ

　
　
之
ヲ
返
付
セ
ズ
。

第
十
五
条
　
願
二
依
リ
一
旦
退
学
セ
シ
者
再
入
学
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
、
詮
議
ノ
上
入
学

　
ノ
期
二
於
テ
原
級
以
下
ノ
級
二
編
入
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ
。

第
十
五
条
ノ
ニ
　
修
業
年
限
三
年
以
上
ノ
官
立
高
等
商
業
学
校
ノ
卒
業
生
ニ
シ
テ

　
本
校
専
攻
部
二
入
学
ヲ
志
望
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
本
科
第

　
三
年
二
入
学
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

　
本
条
二
依
ル
入
学
者
ニ
シ
テ
学
年
ノ
中
途
入
学
シ
タ
ル
者
ハ
、
入
学
ノ
学
年
二
於

　
テ
ハ
学
年
試
験
ヲ
行
ハ
ズ
次
学
年
二
至
リ
更
二
本
科
第
三
年
ノ
課
程
ヲ
履
修
セ

　
シ
ム
。

第
十
六
条
　
入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
、
其
ノ
年
四
月
十
日
迄
二
保
証
人
一
名
ヲ

　
立
テ
誓
書
、
卒
業
証
明
書
又
ハ
専
門
学
校
入
学
検
定
試
験
合
格
証
書
及
学
業
履

　
歴
書
ヲ
本
校
へ
提
出
ス
ベ
シ
。

第
十
七
条
　
保
証
人
ハ
丁
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
、
東
京
市
内
二
於
テ
一
家
ヲ
立
テ

　
学
生
生
徒
ノ
身
分
二
関
シ
一
切
引
受
ク
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
関
係
及
相
応
ノ
資
産
ヲ

　
有
ス
ル
者
二
限
ル
。

第
十
八
条
　
保
証
人
死
去
若
ハ
東
京
市
外
二
転
住
ス
ル
事
等
ア
ル
ト
キ
ハ
速
二
代

　
保
証
人
ヲ
立
テ
証
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ
。

第
十
九
条
　
学
生
生
徒
校
規
二
惇
戻
シ
若
ハ
不
行
状
甚
シ
キ
者
ハ
退
学
ヲ
命
ズ
ベ

　
シ
。

第
二
十
条
　
数
々
遅
刻
顕
課
シ
出
席
常
ナ
ラ
ザ
ル
者
又
ハ
引
続
キ
三
箇
月
以
上
閾

　
課
ス
ル
者
ハ
除
名
ス
ベ
シ
。

第
二
十
一
条
　
二
学
年
引
続
キ
及
第
セ
ザ
ル
者
ハ
除
名
ス
ベ
シ
。

第
二
十
二
条
　
本
規
程
中
入
学
退
学
及
除
名
二
関
シ
テ
ハ
学
業
ノ
成
績
平
素
ノ
行

　
状
及
事
故
ノ
如
何
ヲ
参
酌
シ
特
別
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
二
十
三
条
　
学
生
生
徒
ハ
校
長
ノ
許
可
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
他
学
校
ノ
入
学

　
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

第
二
十
四
条
　
学
生
生
徒
退
学
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
連
署
ノ
願
書
ヲ
差

　
出
ス
ベ
シ
。

第
五
章
　
休
学
規
程

第
二
十
五
条
　
生
徒
疾
病
又
ハ
避
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
故
二
因
リ
満
二
箇
月
以
上
修

　
学
シ
能
ハ
ズ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
連
署
ヲ
以
テ
校
長
二
願
出
テ
、
其
許
可

　
ヲ
得
テ
満
一
箇
年
以
内
休
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
其
疾
病
二
罹
リ
タ
ル
者
ハ
医
師
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ノ
診
断
書
ヲ
添
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
但
シ
其
疾
病
平
癒
シ
又
ハ
事
故
止
ミ
タ
ル

ト
キ
ハ
休
学
期
間
内
ト
難
其
旨
届
出
テ
就
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

第
二
十
六
条
　
生
徒
ノ
陸
海
軍
ノ
現
役
二
在
ル
者
及
召
集
中
ノ
者
ハ
、
校
長
ノ
許

　
可
ヲ
得
テ
其
ノ
問
休
学
シ
、
現
役
又
ハ
召
集
終
レ
バ
直
二
其
ノ
原
級
二
復
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
。

　
前
項
二
依
リ
休
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
休
学
期
問
内
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ズ
。
但

　
シ
休
学
ガ
授
業
料
徴
収
期
月
ノ
徴
収
期
日
以
前
二
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
月
ヨ
リ
蕎
月
金
三
円
銘
稗
細
誠
報
鋪
－
割
ヲ
以
テ
舎
期
ノ
前

　
月
迄
ノ
授
業
料
ヲ
指
定
ノ
日
二
於
テ
納
付
ス
ベ
シ
。

第
二
十
七
条
　
現
役
又
ハ
召
集
終
リ
テ
就
学
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
其
ノ
月
ヨ
リ
一
箇
月
金

三
円
螺
稗
釦
謙
報
鋪
－
割
ヲ
以
テ
次
ノ
嚢
料
納
付
期
ノ
前
月
マ
デ

ノ
授
業
料
ヲ
指
定
期
日
内
二
一
時
二
納
付
ス
ベ
シ
。
但
シ
就
学
ノ
時
既
二
其
期
ノ

授
業
料
納
付
済
ノ
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
。

第
六
章
　
試
験
、

進
級
及
卒
業
規
程

第
二
十
八
条
　
試
験
ヲ
分
チ
テ
学
年
試
験
及
学
期
試
験
ノ
ニ
種
ト
ス
。

　
学
年
試
験
ハ
其
学
年
中
二
履
修
シ
タ
ル
学
科
二
就
キ
学
年
末
二
於
テ
之
ヲ
施
行

　
ス
。

　
学
期
試
験
ハ
第
一
学
期
末
二
於
テ
各
科
目
二
就
キ
之
ヲ
施
行
ス
。
但
シ
毎
週
教
授

　
時
数
一
時
間
ノ
学
科
二
就
キ
テ
ハ
学
期
試
験
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

　
専
攻
部
二
於
テ
ハ
学
期
試
験
ヲ
施
行
セ
ズ
。

第
二
十
九
条
　
学
科
目
二
依
リ
便
宜
之
ヲ
数
課
目
二
分
チ
、
其
成
績
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

　
ア
ル
ベ
シ
。

第
三
十
条
　
各
学
科
目
学
年
ノ
成
績
ハ
学
年
試
験
ノ
成
績
ト
学
期
試
験
ノ
成
績
ト

　
ヲ
勘
酌
シ
テ
之
ヲ
定
ム
。

第
三
十
一
条
　
成
績
ハ
点
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
百
点
ヲ
満
点
ト
ス
。

　
各
科
目
ノ
点
数
五
十
点
以
上
平
均
点
数
六
十
点
以
上
ヲ
得
タ
ル
者
ヲ
及
第
ト
ス
。

　
但
シ
五
十
点
未
満
ノ
モ
ノ
一
科
目
ナ
ル
場
合
二
限
リ
特
二
及
第
ト
ス
ル
コ
ト
ア

　
ル
ベ
シ
。

第
三
十
二
条
　
珠
算
、
作
文
、
書
法
、
外
国
語
、
商
業
実
践
及
体
操
ハ
平
常
ノ
成

　
績
ヲ
以
テ
学
期
試
験
及
学
年
試
験
ノ
成
績
二
代
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
三
十
三
条
　
学
期
試
験
二
欠
席
シ
タ
ル
者
ハ
特
二
校
長
ノ
許
可
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ

　
ザ
レ
バ
学
年
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

第
三
十
四
条
　
学
年
試
験
二
欠
席
シ
追
試
験
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
試
験
期
日

　
内
二
其
ノ
旨
ヲ
願
出
ヅ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。

　
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
学
期
試
験
ノ
成
績
ト
平
常
ノ
勤
惰
ト
ヲ
審
査
シ
テ
之
ヲ

　
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

　
本
条
二
依
リ
試
験
ヲ
施
行
ス
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
科
目
二
対
ス
ル
評
点
二
係
数
奇

　
零
九
ヲ
乗
ジ
テ
得
点
ト
ス
。

第
三
十
四
条
ノ
ニ
　
不
合
格
者
ニ
シ
テ
前
学
年
二
於
テ
七
十
点
以
上
ノ
点
数
ヲ
得

　
タ
ル
科
目
二
付
テ
ハ
其
試
験
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
三
十
五
条
　
卒
業
者
ニ
ハ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス
。

　
卒
業
ノ
席
次
ハ
各
学
年
ノ
成
績
ヲ
勘
合
シ
其
優
劣
二
依
リ
テ
之
ヲ
定
ム
。

第
七
章
　
授
業
料
規
程

第
三
十
六
条
　
授
業
料
ハ
一
学
年
予
科
金
三
十
五
円
本
科
金
三
十
五
円
ト
ス
。
但

　
シ
明
治
四
十
三
年
以
前
ノ
入
学
者
ハ
其
ノ
入
学
当
時
ノ
規
定
二
依
ル
。

第
三
十
七
条
　
授
業
料
ハ
四
月
、
九
月
、
一
月
ノ
三
期
二
分
チ
第
一
期
及
第
二
期
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一
於
テ
十
二
円
ヅ
心
難
性
臓
浦
ノ
第
三
期
一
於
テ
士
円
胡
ヲ
指
定

　
ノ
日
二
前
納
ス
ベ
シ
。
但
シ
実
業
学
校
教
員
養
成
規
程
二
依
リ
卒
業
ノ
後
実
業
学

　
校
ノ
教
職
二
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
出
願
シ
タ
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
、
其
ノ
許
否

　
決
定
二
至
ル
マ
デ
之
ヲ
猶
予
ス
。

　
学
年
ノ
中
途
二
於
テ
人
学
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
入
学
ガ
授
業
料
納
付
期
以
後
ナ
ル

　
モ
其
ノ
期
ノ
授
業
料
ヲ
納
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
三
十
八
条
　
授
業
料
ノ
納
付
ヲ
遅
延
シ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
其
ノ
保
証
人

　
二
通
知
シ
、
若
シ
通
知
ノ
当
日
ヨ
リ
ニ
週
日
以
内
二
尚
納
付
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
厳
重

　
二
処
分
ス
ベ
シ
。

第
三
十
九
条
　
授
業
料
ハ
一
旦
納
メ
タ
ル
後
ハ
何
等
ノ
場
合
ト
離
之
ヲ
返
付
ス
ル

　
コ
ト
ナ
シ
。

第
四
十
条
　
授
業
料
ハ
本
校
ノ
学
籍
二
在
ル
問
ハ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但
シ

　
病
気
二
依
リ
本
校
ヨ
リ
休
学
ヲ
命
ジ
タ
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
、
其
ノ
学
年
中
二
於
ケ

　
ル
授
業
料
ノ
全
部
又
ハ
幾
分
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
四
十
一
条
　
左
ノ
者
二
対
シ
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ズ
。

　
一
、
実
業
学
校
教
員
養
成
規
程
二
依
リ
授
業
料
ヲ
免
除
セ
ラ
レ
タ
ル
者

　
二
、
文
部
省
直
轄
実
業
専
門
学
校
委
託
生
規
程
二
依
ル
委
託
生

第
四
十
二
条
　
削
除

　
　
　
　
　
第
八
章
　
図
書
貸
付
及
閲
覧
規
程

　
　
　
　
　
　
第
一
款
　
貸
付

第
四
十
三
条
　
本
校
二
於
テ
定
メ
タ
ル
教
科
用
図
書
ニ
シ
テ
本
校
二
数
部
ヲ
備
フ

　
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
学
生
生
徒
二
貸
付
ス
ベ
シ
。

第
四
十
四
条
　
貸
付
ノ
図
書
ハ
学
年
試
験
終
了
次
第
直
二
返
納
ス
ベ
シ
。

第
四
十
五
条
　
図
書
ノ
貸
付
ヲ
請
フ
者
ハ
、
先
ヅ
図
書
係
二
就
キ
書
名
其
ノ
他
ヲ
図

　
書
借
用
証
書
二
書
式
ノ
如
ク
記
入
捺
印
シ
、
之
ヲ
該
係
二
差
出
シ
テ
借
受
ク
ル
モ

　
ノ
ト
ス
。

第
四
十
六
条
　
夏
季
休
業
中
ハ
図
書
ノ
貸
付
ヲ
為
サ
ズ
。
但
シ
校
長
ノ
特
許
ヲ
得

　
タ
ル
者
ハ
其
限
ニ
ア
ラ
ズ
。

　
本
条
二
依
リ
テ
貸
付
シ
タ
ル
図
書
ハ
其
ノ
年
九
月
五
日
マ
デ
ニ
必
ズ
返
納
ス
ベ

　
シ
。

第
四
十
七
条
　
図
書
返
納
ノ
期
日
二
違
フ
者
ハ
爾
後
図
書
ノ
貸
付
ヲ
禁
止
ス
ベ
シ
。

第
四
十
八
条
　
諸
官
庁
並
二
諸
会
社
等
ヨ
リ
図
書
ノ
倦
受
ヲ
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
之

　
ヲ
貸
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
四
十
九
条
　
専
攻
部
学
生
ニ
ハ
担
当
教
員
ノ
承
認
ヲ
得
タ
ル
図
書
二
部
ヲ
限
リ

　
貸
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
其
ノ
返
納
期
限
ハ
ニ
週
間
以
内
ト
ス
。

第
五
十
条
　
貸
付
ノ
図
書
ハ
丁
寧
二
之
ヲ
取
扱
フ
ベ
シ
。
汚
損
若
ハ
亡
失
シ
タ
ル
ト

　
キ
ハ
相
当
ノ
代
本
又
ハ
代
価
ヲ
以
テ
弁
償
セ
シ
ム
ベ
シ
。

第
五
十
一
条
　
貸
付
ノ
図
書
ハ
臨
時
調
査
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
　
第
二
款
　
閲
覧

第
五
十
二
条
　
図
書
ノ
閲
覧
ハ
必
ズ
閲
覧
所
二
於
テ
シ
他
所
二
携
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
許
サ
ズ
。

第
五
十
二
条
ノ
ニ
　
左
二
掲
グ
ル
者
ニ
ハ
特
別
閲
覧
票
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ

　
シ
。

　
一
、
本
校
及
商
業
教
員
養
成
所
卒
業
者

　
一
、
諸
官
庁
ノ
吏
員
及
諸
会
社
ノ
役
員
ニ
シ
テ
照
会
ア
リ
タ
ル
者

　
一
、
本
校
ト
特
別
ノ
関
係
ア
ル
者

第
五
十
三
条
図
書
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
閲
覧
所
二
掲
示
ス
ル
所
ノ
閲
覧
心
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得
ヲ
遵
守
ス
ベ
シ
。

第
五
十
四
条
　
閲
覧
所
ハ
休
日
ノ
外
毎
日
之
ヲ
開
ク
。

　
掲
示
ス
ベ
シ
。

第
五
十
五
条
　
削
除

第
五
十
六
条
　
削
除

第
九
章
　
学
資
貸
給
規
程

其
ノ
時
限
ハ
時
々
同
所
二

第
五
十
七
条
　
本
校
学
生
生
徒
ノ
学
カ
優
等
、
品
行
方
正
ニ
シ
テ
学
資
支
弁
ノ
途

　
ナ
キ
者
ハ
本
人
ノ
願
意
ト
校
長
ノ
認
定
ト
ニ
依
リ
一
箇
年
金
百
円
以
内
ノ
学
資

　
ヲ
貸
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。

第
五
十
八
条
　
前
条
ノ
学
資
ハ
有
志
者
ヨ
リ
特
二
寄
附
シ
タ
ル
金
員
ト
、
本
規
程
第

　
六
十
一
条
第
六
十
四
条
及
第
六
十
五
条
二
依
リ
該
貸
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
若
ク
ハ

　
其
保
証
人
ヨ
リ
返
納
シ
タ
ル
金
員
ト
ヲ
以
テ
貸
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
五
十
九
条
　
学
資
ノ
貸
給
ヲ
受
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
、
東
京
市
内
二
於
テ
相
応
ノ

　
資
産
ヲ
有
ス
ル
者
二
名
ヲ
保
証
人
ト
シ
テ
、
其
ノ
貸
給
ヲ
受
ク
ル
理
由
ヲ
具
シ
タ

　
ル
願
書
ヲ
本
校
二
差
出
ス
ベ
シ
。

第
六
十
条
　
削
除

第
六
十
一
条
　
学
資
ノ
貸
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
、
卒
業
後
業
務
二
就
キ
タ
ル
翌
日
ヨ

　
リ
起
算
シ
貸
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
月
数
二
二
倍
セ
ル
期
限
内
二
於
テ
其
ノ
貸
給
金
額

　
ヲ
月
割
ヲ
以
テ
之
ヲ
本
校
へ
返
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
六
十
二
条
　
学
資
ノ
貸
給
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
左
ノ
書
式
二
依
リ
誓
約
書
ヲ
差
出
ス

　
ベ
シ
。

約
　
　
書

　
　
私
儀
本
年
何
月
ヨ
リ
何
年
何
月
マ
デ
金
何
円
何
々
奨
学
資
金
ノ
貸
給
相
受
候

　
　
二
付
テ
ハ
御
校
学
資
貸
給
規
程
ヲ
遵
守
シ
決
シ
テ
違
背
不
仕
候
、
価
テ
保
証
人

　
　
連
署
誓
約
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
高
等
商
業
学
校
何
科
生

　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
本
人
　
氏
　
　
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所
族
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
証
人
　
　
氏
　
　
　
　
名
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所
族
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
証
人
　
　
氏
　
　
　
　
名
　
印

　
　
　
　
東
京
高
等
商
業
学
校
長
氏
名
殿

第
六
十
三
条
　
学
資
ノ
貸
給
ヲ
受
ク
ル
者
学
業
ヲ
怠
リ
又
ハ
品
行
不
良
二
流
レ
、

　
其
ノ
他
校
長
二
於
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者
ト
認
定
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
貸
給
ヲ
廃

　
止
ス
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

第
六
十
四
条
　
前
条
二
依
リ
貸
給
ヲ
廃
止
サ
レ
又
ハ
自
分
二
退
校
ス
ル
者
ハ
既
二

　
受
ク
ル
所
ノ
貸
給
金
額
ヲ
一
時
二
本
校
へ
返
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
六
十
五
条
　
学
資
ノ
貸
給
ヲ
受
ク
ル
者
修
業
中
疾
病
二
罹
リ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ

　
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
貸
給
ヲ
廃
止
ス
ベ
シ
。

　
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
既
二
受
ク
ル
所
ノ
貸
給
金
額
ハ
第
六
十
一
条
ノ
月
割
ヲ

　
以
テ
其
翌
月
ヨ
リ
之
ヲ
本
校
へ
返
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
六
十
六
条
　
削
除

第
六
十
七
条
　
削
除
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第
六
十
八
条
　
学
資
ノ
貸
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
死
亡
シ
タ
ル
時
ハ
其
ノ
以
後
之
ヲ
返

　
納
ス
ル
ニ
及
バ
ズ
ト
雄
若
シ
生
前
月
賦
延
滞
ノ
金
額
ア
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
二
於

　
テ
之
ヲ
弁
償
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
六
十
九
条
　
第
六
十
一
条
第
六
十
四
条
及
第
六
十
五
条
ノ
返
納
金
ヲ
本
人
二
於

　
テ
延
滞
ス
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
ヨ
リ
之
ヲ
返
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
七
十
条
　
保
証
人
死
亡
又
ハ
東
京
市
外
二
転
居
ス
ル
カ
若
ハ
其
ノ
資
産
ヲ
失
フ

　
ト
キ
ハ
速
二
代
人
ヲ
立
テ
誓
約
書
ヲ
書
換
フ
ベ
シ
。

第
七
十
一
条
　
官
庁
、
会
社
又
ハ
一
私
人
ヨ
リ
学
生
生
徒
ヲ
指
名
シ
テ
之
二
学
資

　
貸
与
ノ
支
給
方
ヲ
本
校
二
依
頼
ス
ル
ト
キ
ハ
之
二
応
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ
。
此

　
場
合
二
於
テ
ハ
学
生
生
徒
卒
業
後
従
事
ス
ベ
キ
業
務
ノ
約
束
等
ハ
貸
給
者
ト
受

　
貸
給
者
ト
直
二
之
ヲ
取
結
ブ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。

　
　
　
　
附
　
　
則

　
本
規
則
中
学
科
課
程
ハ
大
正
四
年
九
月
十
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
。
但
シ
該
学
科

　
課
程
施
行
ノ
際
現
二
本
科
在
学
ノ
生
徒
二
課
ス
ベ
キ
学
科
課
程
ハ
其
ノ
卒
業
二

　
至
ル
マ
デ
侃
従
前
ノ
規
定
二
依
ル
。

　
ヲ
得
。

第
二
条
　
専
攻
部
学
生
ハ
業
務
二
就
キ
又
ハ
通
学
路
程
以
外
ノ
地
二
居
住
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得
ズ
。

第
三
条

第
四
条

　
　
貿

　
　
銀

　
　
交

　
　
保

　
　
商

　
　
計

　
　
領

　
　
殖

　
　
経

尊
攻
部
ノ
修
学
期
限
ハ
ニ
箇
年
ト
ス
。

専
攻
部
二
左
ノ
九
科
ヲ
置
ク
。

　
易
　
　
科

　
行
　
　
科

　
通
　
　
科

　
険
　
　
科

工
経
営
科

　
理
　
　
科

　
事
　
　
科

　
民
　
　
科

　
済
　
　
科

専
攻
部
規
程

第
一
条
　
専
攻
部
ニ
ハ
本
校
本
科
又
ハ
神
戸
高
等
商
業
学
校
本
科
ノ
卒
業
生
二
就

　
キ
其
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

　
修
葉
年
限
三
年
以
上
ノ
宮
立
高
等
商
業
学
校
ノ
卒
業
生
ハ
、
本
校
規
則
第
十
五

　
条
ノ
ニ
ノ
規
定
二
依
リ
専
攻
部
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　
大
正
四
年
以
後
ノ
商
業
教
員
養
成
所
卒
業
生
ニ
シ
テ
実
業
学
校
教
員
養
成
規
程

　
二
依
リ
文
部
大
臣
ヨ
リ
入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
、
専
攻
部
二
入
学
ス
ル
コ
ト



第
四
条
ノ
ニ
　
専
攻
部
ノ
課
程
左
ノ
如
シ
。

　
　
専
攻
部
学
科
課
程
表

　
　
　
第
一
表
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九 八 七 六 五 四
一一一

二 一 専

経 殖 領 計 商 保 交 銀 貿

工
攻

済 民 事 理 経 険 通 行 易

営

科 科
科

科 科 科 科 科 科 科

第

研

一
究

同 同 同 同 同 同 同 同 四

時 年
以

指

内
導

毎

第 週

時

二

同 同
間

同 同 同 同 同 同 四

時 年
以
内

第
二

表

五 四
一一一

二 一 科

取 外 銀 各 貿

国

引 国
経

易
．

行

所 為
済

実

事

目
論 替 論 情 務

第

毎

一

年
週

二 二

一 一
（二）

時
第

二

間

年
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一
一
’

二 二 一 一 一 二 一 一 一
一
一

二 一
一

一

一 O 九 八 七 ノ、 五 四
一 一

○ 九 八 七 六
一

財 殖 農 工 経 経 経 古
同 商 簿 計

商1
造 保 共 保 交

険
目 険 通

政 工 船
民 業 業 済 等 記

的
学 同 論 論

済 品 理 経 及及 済 保 建 保 火 海 生 鉄 海 総

政 政 政 学 数 原 険 険 海
営 騒

災 上
金

命

化
築

医 保 保 保

融 策 策 策 史 史 学 学 学 理 学 論 装 学 学 学 損 険 険 険 道 運 論

二 二 二 二 二 二 二 二 ’

（二 （二 （二 （二 （二 （二 （二 （二 （二 （一 （一 （一 （一 （一

，
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四 四
一。一一 一一一 一一一 一

一
一
一
」

一一一 一’一
一
一
一
］

一
一
一
一

一一一 一一一

二 二 二 一
一
⊥

二 二
○ 九 八 七 五 四 ○ 九 八 七 五 四

一
一
一

一 ノ、 二 一一
ノ、 二

第
一 英 民 殖 殖 殖 外 社 殖 商 民 刑 国 国 破 民 商 憲 労

一
外

刑

民 民 民 民
訴

国 訟 法
法

語 事 法 際 際

｛
及

働
露イ

俗 地 地 地 交 会 地
及

産
法運 会

語 裁 ’送 社

法 判 私 公 海法
法
、

行
ノ

衛 農 事 所
保

内支 法
構 商 手 政

’
西
…
五

成 法 形

回藺
語 学 生 学 情 史 掌 制 令 法 法 法 法 法 法 法 法 険

一’一

二 二
一一一

二

一） 一） 一） 二） 二） 二） 二） 二） 四） （二） 二） 三） 一）
一

又
ノ、

四）

一一一

二 一一一 一一一 一一一

砦
領
箏
科
学
生
ニ
ハ
特
二
四
時
問
ヲ
課
ス
。

時
問
数
二
括
孤
ヲ
附
シ
タ
ル
科
目
ハ
第
一
学
年
又
ハ
第
二
学
年
二
於
テ
之
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。
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第
三

表

　
保
合
険
　
目
計
的
六
学
科
轡

労
働
保
険

古
同
等
数
学

財
政
及
金
融

商
保
　
険
焦
更
険
保
命
生
）
）

必
修
科
目

生
命
保
険

合
計
七
科

第
二
外
国
語

貿
易
実
務

国
際
私
法

国
際
公
法

商
法

外
国
為
替

各
国
経
済
事
一
情

必
修
科
目
貿
易
科一

一 二 二
一一一

二

時
毎
問
週

一
一
一
一

六 二 二
一一一 六 一一 一

二

時
毎
閻
週

合
計
六
科

造
船
及
蟻
装

国
際
私
法

国
際
公
法

財
政
及
金
融

商
法
（
海
保
商
険
）

保
険
論
（
上
j
）

必
修
科
目

海
上
保
険

合
計
五
科

吉
同
等
数
学

商
法
｛
手
会
形
社
法
j

簿
記
原
理

取
引
所
論

銀
行
論

必
修
科
目
銀
行
科

一
！
＿
I
一
一
。
一 一 二

一一一

二
一一’

二

時
毎
問
週 一

〇
二

一一一

二 一 二

時
毎
聞
週

合
計
四
科

目
保
的
学
険
｛
化
保
建
　
築
学
険
学

財
政
及
金
融

商
法
（
険
保
）

保
険
論
（
災
火
）

必
修
科
目

火
災
保
険

合
計
五
科

国
際
公
法

保
険
論
（
上
海
）

商
法
轟
商
挙
保
険
）
’

造
船
及
礒
装

交
通
論
｛
海
総
運
論

必
修
科
目

九 一 一 二
一一一

二

時
毎
間
週

一
一
一

一一一

二
一一一

一 二 一

時
毎
問
週

合
計
四
科

商
法
（
手
会
形
社
）

簿
記
原
理

工
業
政
策

商
工
経
営
論

必
修
科
目

商
工
経
営
科

合
計
四
科

計
理
学

商
法
轟
商
送
保
険
）

保
険
論

交
通
論
｛
鉄
総
道
論

必
修
科
目

九
一一一

二 二 二

時
毎
間
週 一

○
二

一’一

二 二 一

時
毎
間
週
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肯
同 破 民 商 簿 計

合 必 計

計 等
法

記
産 理

修

六 数 曇 原 科

科 形社） 目 理
学 法 法 理 学

時毎

一
一
’

科
二 一一

’一一 一一一

二 二 間週

英 国 国 慧 経
合 必 領

計 際 際
済

修

五 私 公 科

科 目
法 法 法

事
語 学

時毎

’ 四 二 四 二 二
科

四 間週

第 交 銀 国 国 民 殖 殖 殖 殖 殖
合

二 民 民 民 民
必 殖

計 通 際 際 民
外 行 俗 地 地 地 地

修

’
一 国

論 私 公
衛 農 法 事

政 科

科 （論総 目
語 論 法 法 学 生 学 制 情 策

民

）
時毎

二
二 二

’一一

二 二 二 二
科

四 六 一 一 一 間週

交 工 農 経 経
合 必 経

計 通 業 業 済
済

修

五 論 政 政 学 科

科 （
轡

目
策 策 史 学

済

時毎

科
九 一 二 二 二 二 間週

専
攻
部
学
生
ハ
校
長
ノ
承
認
ヲ
経
テ
第
一
表
二
就
キ
其
ノ
一
科
ヲ
専
攻
シ
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
●

表
ノ
必
修
科
目
ヲ
合
セ
テ
少
ク
モ
八
科
目
二
至
ル
マ
デ
第
二
表
二
就
キ
其
ノ
履

修
学
科
目
ヲ
撰
択
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但
シ
毎
週
時
数
ハ
研
究
指
導
ヲ
除
キ
ニ
十
時

間
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

第
五
条
　
第
一
学
年
二
限
リ
学
年
ノ
途
中
二
於
テ
生
徒
ノ
入
学
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル

　
ベ
シ
。

本
条
二
依
ル
入
学
者
ニ
ハ
入
学
ノ
学
年
二
於
テ
ハ
各
自
希
望
ノ
掌
科
目
二
就
キ

聴
講
セ
シ
メ
学
隼
試
験
ヲ
行
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ト
シ
次
学
年
二
至
リ
前
条
第
一
年
ノ

　
課
程
ヲ
学
習
セ
シ
ム
。
但
シ
本
文
希
望
学
科
目
ノ
選
定
二
付
テ
ハ
生
徒
ハ
予
メ
校

長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
。

第
六
条
　
第
二
学
年
ノ
終
二
於
テ
ハ
専
攻
科
攻
究
ノ
結
果
タ
ル
論
文
ヲ
提
出
ス
ベ

　
シ
。

第
七
条
　
履
修
科
目
ノ
試
験
二
及
第
シ
又
専
攻
科
ノ
論
文
適
当
卜
認
メ
ラ
レ
タ
ル

者
ニ
ハ
専
攻
部
卒
業
証
書
ヲ
授
ク
。

卒
業
ノ
席
次
ハ
各
科
イ
ロ
ハ
順
二
依
リ
之
ヲ
定
ム
。

第
八
条
　
専
攻
部
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
商
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
但
シ
明
治
三

十
二
年
八
月
以
前
ノ
専
攻
部
規
程
二
依
リ
卒
業
シ
タ
ル
者
及
旧
研
究
科
ヲ
卒
業

　
シ
タ
ル
者
ハ
東
京
高
等
商
業
学
校
長
ノ
許
可
ヲ
経
テ
商
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
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得
。

第
九
条
　
専
攻
部
ノ
授
業
料
ハ
一
学
年
金
五
十
円
ト
ス
。
但
シ
大
正
四
年
三
月
以
前

　
ノ
入
学
者
ハ
其
ノ
人
学
当
時
ノ
規
定
二
依
ル
。

本
校
規
則
第
三
十
七
条
各
期
ノ
納
付
額
一
第
一
袈
第
一
一
期
十
七
円
ヅ
・
雛

篇
棚
諏
硲
第
三
期
十
六
晶
一
肚
ト
ス
。

　
本
校
規
則
第
二
十
六
条
及
第
二
十
七
条
二
該
当
ス
ル
者
ノ
授
業
料
ハ
一
箇
月
金

四
八
錨
鷲
蟄
肺
ノ
割
ヲ
以
テ
納
付
ス
ベ
シ
。

第
十
条
　
本
校
一
般
ノ
条
規
ニ
シ
テ
此
ノ
規
定
二
抵
触
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
専
攻
部
二

　
適
用
ス
。

　
　
　
　
附
　
　
則

　
本
規
程
中
学
科
課
程
及
第
九
条
第
二
項
ハ
大
正
五
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行

　
ス
。
但
シ
該
学
科
規
程
施
行
ノ
際
現
二
第
二
学
年
級
在
学
ノ
者
二
課
ス
ベ
キ
学
科

　
課
程
ハ
其
ノ
卒
業
二
至
ル
マ
デ
価
従
前
ノ
規
定
二
依
ル
。

　
　
　
学
生
生
徒
心
得

第
一
条
忠
孝
ヲ
旨
ト
シ
本
分
ヲ
重
ジ
義
務
ヲ
守
リ
人
二
接
ス
ル
ニ
温
良
謙
譲
事

　
ヲ
執
ル
ニ
誠
実
果
敢
以
テ
真
正
ノ
商
業
者
タ
ル
ベ
キ
性
格
ヲ
養
成
ス
ベ
シ
。

　
平
素
摂
生
二
注
意
シ
身
体
ノ
強
健
ヲ
図
リ
以
テ
快
活
ノ
精
神
ト
進
取
ノ
気
象
ト

　
ヲ
養
成
ス
ベ
シ
。

第
二
条
　
常
二
教
室
ノ
神
聖
ナ
ル
ヲ
思
ヒ
秩
序
ヲ
重
ジ
専
心
以
テ
学
術
ヲ
習
得
ス

　
ル
ヲ
勉
ム
ベ
シ
。

　
長
上
二
対
シ
テ
敬
礼
ヲ
行
フ
ベ
キ
ハ
勿
論
学
生
生
徒
相
互
ノ
間
二
於
テ
モ
亦
礼

　
譲
ヲ
貴
プ
ベ
シ
。

第
三
条
　
登
校
ノ
節
ハ
制
服
制
帽
ヲ
着
用
ス
ベ
シ
。

第
四
条
　
放
課
ノ
時
間
ト
錐
静
粛
ヲ
旨
ト
シ
筍
モ
喧
喫
ノ
行
為
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

第
五
条
　
校
内
二
在
リ
テ
ハ
所
定
ノ
場
所
以
外
二
於
テ
飲
食
喫
姻
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。

第
六
条
　
病
気
其
ノ
他
ノ
事
故
ニ
ヨ
リ
欠
席
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
理
由
ヲ
記

　
シ
タ
ル
届
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ
。
其
ノ
欠
席
二
週
間
以
上
二
及
ブ
ト
キ
ハ
保
証
人

　
ノ
連
署
ヲ
要
ス
。

　
但
シ
病
気
ノ
ト
キ
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
フ
ベ
シ
。

第
七
条
　
学
生
生
徒
又
ハ
保
証
人
ニ
シ
テ
氏
名
ヲ
改
メ
又
ハ
転
籍
、
転
居
シ
タ
ル

　
ト
キ
ハ
直
二
其
ノ
旨
ヲ
届
出
ヅ
ベ
シ
。

第
八
条
　
校
内
二
於
テ
事
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
許
可
ナ
ク
シ
テ
漫
二
会
合
ス
ベ
カ

　
ラ
ズ
。

第
九
条
凡
ソ
告
示
ハ
之
ヲ
掲
グ
ル
ノ
日
ヨ
リ
一
般
二
知
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム

　
ル
ヲ
以
テ
常
二
之
二
注
意
ス
ベ
シ
。

第
十
条
　
学
校
ノ
器
物
又
ハ
図
書
ハ
鄭
重
二
之
ヲ
取
扱
フ
ベ
シ
。
若
シ
過
チ
テ
汚
損

　
又
ハ
亡
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
二
其
旨
ヲ
届
出
テ
処
置
ヲ
受
ク
ベ
シ
。

第
十
一
条
　
諸
規
程
二
惇
戻
シ
若
ハ
長
上
ノ
命
令
訓
誠
二
従
ハ
ザ
ル
者
ハ
各
其
ノ

　
情
状
二
照
ラ
シ
処
罰
ヲ
加
フ
ベ
シ
。

教
授
要
旨

予

科

修
　
　
身

　
実
践
倫
理
ノ
原
理
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
為
二
現
今
ノ
倫
理
学
説
ノ
大
要
ヲ
論
述
ス
。

商
業
通
論
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商
業
及
商
業
学
ノ
意
義
、
商
業
ノ
発
達
、
商
業
ノ
種
類
、
商
人
、
商
業
二
関
ス

　
ル
公
人
私
人
、
貨
幣
及
度
量
衡
、
商
業
上
ノ
設
備
、
商
業
機
関
、
商
業
経
営
ノ

　
方
法
、
商
業
二
関
ス
ル
経
済
ノ
大
則
及
法
規
一
般

商
業
簿
記

　
一
、
原
理
。
総
論
、
取
引
、
貸
借
、
勘
定
科
目
、
帳
簿

　
二
、
応
用
。
一
個
商
人
ノ
会
計
、
商
事
会
社
ノ
会
計

商
業
算
術
（
珠
算
）

　
一
、
加
減
乗
除
速
算
、
一
、
商
業
算
術
、
一
、
諸
算

作
　
　
文

　
商
業
諸
式
、
商
業
通
信
文
、
商
業
報
告
文

書
　
　
法

　
書
法
、
字
体

応
用
化
学

　
一
、
酸
、
ア
ル
カ
リ
、
塩
類
、
二
、
陶
磁
器
、
硝
子
、
セ
メ
ン
ト
、
三
、
石

　
炭
、
石
炭
瓦
斯
、
木
材
乾
鰭
生
成
物
、
四
、
石
油
、
石
蟷
、
五
、
脂
肪
、
脂
肪

　
油
、
石
鹸
、
蝿
燭
、
六
、
芳
番
油
、
樟
脳
、
薄
荷
、
樹
脂
、
漆
、
ゴ
ム
、
七
、

　
砂
糖
、
澱
粉
、
紙
、
セ
ル
ロ
ヰ
ド
、
八
、
醸
造
物
、
九
、
革
、
一
〇
、
火
薬
、

　
マ
ッ
チ
、
一
一
、
金
、
銀
、
銅
、
鉄
、
鉛

　
応
用
化
学
ハ
天
然
諸
原
料
二
化
学
的
操
作
ヲ
施
シ
世
用
二
供
給
ス
ル
ノ
法
ヲ
講

　
ズ
ル
学
科
ニ
シ
テ
一
般
ノ
化
学
工
業
二
要
用
ナ
ル
事
項
即
前
列
記
ノ
諸
製
品
ノ

　
性
質
、
用
途
、
製
造
法
並
二
製
造
化
学
二
関
ス
ル
原
理
等
ヲ
講
述
ス
。

機
械
及
電
気
工
学

　
一
、
動
力
及
仕
事
、
二
、
動
カ
ノ
伝
送
、
三
、
熱
機
関
、
四
、
水
カ
機
、
五
、

　
紡
績
機
械
、
六
、
化
学
工
業
用
機
械
、
七
、
采
鉱
機
械
、
八
、
工
業
用
材
料
、

　
九
、
電
気
ノ
性
質
、
十
、
発
電
機
及
電
動
機
、
十
一
、
蓄
電
池
及
変
圧
器
、

　
十
二
、
電
カ
ノ
伝
送
及
分
配

経
済
大
意

　
経
済
学
二
関
ス
ル
一
般
ノ
知
識

法
学
通
論

　
一
、
汎
論
。
法
律
学
、
法
律
ノ
字
義
、
法
律
ノ
観
念
、
法
律
ノ
分
類
、
法
律
ノ

　
　
　
淵
源
、
法
律
ノ
制
定
、
法
律
ノ
解
釈
、
法
律
ノ
効
カ
、
法
律
ノ
制
裁
、
権

　
　
　
利
義
務
及
其
種
類

　
二
、
各
論
。
日
本
憲
法
ノ
大
要
、
日
本
刑
法
ノ
大
要

近
世
史
（
英
語
）

　
十
八
世
紀
以
後
二
於
ケ
ル
欧
洲
文
明
史
一
班

英
　
　
語

　
一
、
習
字
書
取
。
諸
証
書
式
、
書
魑
式
等

　
二
、
解
釈
。
史
伝
、
記
事
文
等

　
三
、
会
話
。
日
用
必
須
ノ
談
話
、
商
業
二
係
ル
問
答
談
話
等

　
四
、
作
文
。
日
用
往
復
文
、
記
事
文
等

論
理
及
心
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
論
理
学
。
演
緯
法
及
帰
納
法
ノ
大
意
、
推
理
ノ
性
質
、
証
明
ノ
条
件
、
科
学
ノ

　
　
原
理

　
心
理
学
。
概
論
、
心
的
生
活
ノ
生
理
的
条
件
、
意
識
的
経
験
ノ
形
状
及
法
則
、

　
　
心
的
発
展
ノ
本
性
、
心
理
学
原
理
ノ
実
際
的
応
用
諸
問
題

体
　
　
操

　
基
本
体
操
、
応
用
体
操
、
諸
教
練
ノ
一
部
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本

科

修
身
第
一
年
、
第
二
年
、
第
三
年

　
商
業
家
二
必
要
ナ
ル
公
徳
及
私
徳
ヲ
論
ジ
併
セ
テ
経
済
ト
道
徳
ト
ノ
関
係
問
題

　
ヲ
論
究
ス
。

　
国
民
道
徳
及
其
ノ
根
抵
タ
ル
皇
国
精
神
ノ
大
意

銀
行
及
取
引
所
第
二
年

　
銀
行
。

　
　
銀
行
ノ
本
質
、
効
用
、
資
金
ノ
構
成
及
集
散
、
銀
行
ノ
業
務
及
種
類
、
組
織

　
　
　
及
経
営
、
銀
行
ノ
集
中

　
　
商
業
銀
行
、
資
本
金
及
積
立
金
、
預
金
、
貸
付
、
手
形
割
引
、
放
資
、
内
外

　
　
　
為
替
、
附
随
ノ
業
務

　
　
金
融
市
場
、
恐
慌
、
銀
行
史
、
銀
行
政
策

　
取
引
所
。

　
　
緒
論
、
本
邦
取
引
所
ノ
組
織
、
経
営
及
沿
革
、
取
引
ノ
種
類
及
方
法
、
取
引

　
　
所
ノ
経
済
的
機
能
及
弊
賢
、
取
引
所
政
策

交
　
　
通
　
第
一
年

　
海
運
。

　
　
緒
論
、
海
運
ノ
発
達
、
船
舶
、
航
路
及
港
湾
、
海
運
ノ
目
的
物
及
其
運
賃
、

　
　
海
運
ノ
組
織
及
経
営
、
海
運
二
関
ス
ル
実
務
、
海
運
二
関
ス
ル
重
要
ナ
ル
契

　
　
約
、
救
援
及
救
助
、
海
員
問
題
、
海
運
政
策

　
鉄
道
。
鉄
道
政
策
、
鉄
道
経
済
、
鉄
道
実
務

保
　
　
険
第
二
年

　
総
論
。
保
険
ノ
定
義
、
保
険
ノ
利
益
及
其
濫
用
ノ
弊
、
保
険
ノ
種
穎
及
沿
革
、

　
　
保
険
ト
他
ノ
学
術
ト
ノ
関
係
、
保
険
ノ
実
務

　
各
論
。

　
海
上
保
険
。
海
上
保
険
ノ
原
理
一
般
、
海
上
保
険
二
関
ス
ル
一
般
ノ
原
則
、
海

　
上
保
険
二
関
ス
ル
応
用
、
海
上
保
険
二
関
ス
ル
経
営

　
共
同
海
損
。
共
同
海
損
ノ
原
理
一
般

　
火
災
保
険
。
火
災
保
険
ノ
原
理
一
般
、
火
災
保
険
二
関
ス
ル
一
般
ノ
原
則
、
火

　
　
災
保
険
二
関
ス
ル
応
用
、
火
災
保
険
二
関
ス
ル
経
営

　
生
命
保
険
。
概
説
、
沿
革
、
必
要
及
利
益
、
濫
用
ノ
弊
、
生
命
保
険
ノ
種
類
、

　
　
死
亡
表
、
各
種
保
険
料
、
生
命
保
険
二
用
ウ
ル
計
算
、
準
備
金
、
保
険
料
割

　
　
戻
法
、
契
約
ノ
終
始
及
手
続
、
内
外
生
命
保
険
証
券
ノ
普
通
並
二
特
別
約

　
　
款
、
重
要
ナ
ル
外
国
ノ
生
命
保
険
二
関
ス
ル
法
制
一
般

　
以
上
記
載
以
外
ノ
諸
保
険
業
二
付
一
般
ノ
智
識

銀
行
簿
記
　
第
一
年

　
日
記
帳
、
勘
定
科
目
、
当
座
勘
定
、
・
貸
出
勘
定
、
為
替
勘
定
、
手
形
交
換
、
準

　
備
金
問
題

英
文
簿
記
　
第
二
年

　
例
題
演
習
、
英
書
講
読

計
理
学
第
三
年

　
総
論
、
元
価
計
算
、
各
種
事
業
ノ
計
算
、
資
産
負
債
損
失
利
益
ノ
区
別

商
業
実
践
　
第
三
年

　
商
業
実
践
ハ
総
テ
英
語
ヲ
用
ヰ
学
生
ヲ
シ
テ
同
一
ノ
事
務
ヲ
執
ラ
シ
メ
普
ク
諸

　
般
ノ
商
取
引
二
通
ゼ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
本
邦
重
要
ノ
輸
出
入
品
二
就
キ

　
一
々
最
近
ノ
事
実
二
原
ク
各
種
取
引
ノ
例
ヲ
設
ケ
之
二
要
ス
ル
書
式
ヲ
与
へ
以

　
テ
一
取
引
毎
二
其
仕
入
ヨ
リ
阪
売
二
至
ル
諸
般
ノ
手
続
、
計
算
、
通
信
及
記
帳
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ヲ
演
習
セ
シ
ム
。

商
業
数
学
第
一
年
、
第
二
年

　
総
論
（
商
業
数
学
ノ
範
囲
及
目
的
、
商
業
教
育
二
於
ケ
ル
其
ノ
位
置
、
注
意
事

　
項
）

　
省
略
算
、
近
似
計
算
、
連
鎖
法
、
換
算
、
各
種
計
算
用
ノ
表
、
歩
合
算
、
損

　
益
、
歩
合
二
関
ス
ル
雑
題
、
風
袋
、
運
賃
及
諸
掛
、
関
税
及
諸
税
、
利
息
、
割

　
引
、
協
定
期
日
、
支
払
期
日
平
均
、
応
用
問
題
、
貴
賎
混
和
法
、
地
金
銀
及
正

　
貨
、
貨
幣
制
度
、
外
国
為
賛
為
替
裁
定
、
火
災
保
険
海
上
保
険
、
海
損
精

　
算
、
送
状
仕
切
状
、
指
直
計
算
、
有
価
証
券
、
複
利
算
、
年
金
及
生
存
保
険
、

　
借
換
減
債
基
金
、
公
算
、
生
命
保
険
及
ト
ン
チ
ン
、
鉄
道
運
賃

　
本
学
科
ハ
英
語
ヲ
以
テ
教
授
シ
且
ツ
之
ヲ
商
業
ノ
理
論
及
憤
習
ノ
数
学
的
説
明

　
タ
ル
ガ
如
ク
講
述
シ
又
多
ク
ハ
初
メ
代
数
的
二
説
述
シ
テ
然
ル
後
二
必
ズ
実
際

　
上
ノ
材
料
二
依
テ
算
術
的
ノ
応
用
ヲ
示
ス
。

作
　
　
文
　
第
一
年

　
商
業
通
信
文
、
商
工
業
二
関
ス
ル
記
箏
、
論
説
文

商
品
及
商
業
地
理
　
第
一
年
、
第
二
年

　
総
論

　
　
商
業
及
交
通
ヲ
支
配
ス
ル
諸
原
因
、
植
物
商
品
、
動
物
商
品
、
鉱
物
商
品
、

　
　
工
産
商
品
、

　
特
論
（
国
別
）

　
　
地
形
、
気
候
、
住
民
、
貿
易
、
交
通
、
他
ノ
経
済
事
情

東
洋
経
済
事
情
　
第
三
年

　
支
那
二
於
ケ
ル
商
店
ノ
種
類
、
同
商
店
ノ
組
織
、
同
商
人
ノ
組
合
団
体
、
同
商

　
取
引
ノ
習
慣
及
注
意
ス
ベ
キ
要
点
、
同
貨
幣
ノ
種
類
並
二
通
貨
、
同
度
量
衡
ノ

　
事
、
同
金
融
事
情
、
同
貨
物
受
授
ノ
手
続
並
二
代
金
受
払
ノ
方
法
、
支
那
各
港

　
二
於
ケ
ル
貿
易
ノ
状
況
、
支
那
海
関
二
於
ケ
ル
貨
物
輸
出
入
ノ
手
続

　
以
上
可
及
的
実
際
活
動
ノ
景
況
ヲ
示
ス
ベ
キ
実
例
等

経
済
大
意
　
第
一
年

　
経
済
学
二
関
ス
ル
一
般
ノ
知
識

経
済
原
論
　
第
三
隼

　
緒
論
、
経
済
ノ
意
義
、
国
民
経
済
ノ
意
義
、
欲
望

　
自
然
界
、
人
口
、
人
智
並
二
技
術

　
国
民
経
済
ノ
静
態
観
察
。
共
同
生
活
ノ
秩
序
、
家
族
、
国
家
其
他
ノ
公
共
団

　
体
、
分
業
、
所
有
権
並
相
続
権
、
社
会
ノ
分
化
、
階
級
、
企
業
並
二
経
営

　
国
民
経
済
ノ
動
態
観
察
。
生
産
、
交
通
、
分
配

貨
幣
論
第
二
年

　
貨
幣
論
ノ
経
済
学
上
ノ
地
位
、
貨
幣
ノ
意
義
、
貨
幣
ノ
職
分
、
貨
幣
ノ
成
立
、

　
貨
幣
ノ
製
造
、
貨
幣
制
度
、
貨
幣
ノ
流
通
、
貨
幣
ノ
供
給
、
貨
幣
ノ
需
用
、
貨

　
幣
ノ
価
値
、
本
位
制
度
、
不
換
紙
幣
、
銀
行
券

商
業
政
策
　
第
三
年

　
総
論
、
内
国
商
業
政
策
、
外
国
商
業
政
策

財
政
学
第
三
年

　
一
、
総
論
。
財
政
ノ
観
念
、
財
政
学
ノ
定
義
性
質
、
財
政
原
理
ノ
歴
史
一
班

　
二
、
経
費
論
。
経
費
ノ
観
念
、
経
費
殊
二
軍
事
費
公
債
費
ノ
膨
脹
、
経
費
ノ
原

　
　
　
則
、
経
費
ノ
分
類

　
三
、
収
入
論
。
収
入
ノ
観
念
、
収
入
ノ
分
類
、
財
産
収
入
、
官
有
土
地
、
官
有

　
　
　
森
林
、
官
業
収
入
、
官
商
業
、
官
工
業
、
官
交
通
業
特
二
鉄
道
業
、
手
数

　
　
．
料
、
租
税
ノ
観
念
、
租
税
ノ
原
則
分
類
及
論
理
、
専
売
業
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四
、
収
支
適
合
論
。
収
支
適
合
ノ
原
理
、
臨
時
歳
入
ノ
種
類
性
質
、
公
債
ノ
観

　
　
念
、
種
類
、
募
集
、
償
還
、
公
債
ノ
管
理
、
公
債
ト
金
融
市
場
ト
ノ
関
係

五
、
予
算
及
会
計
論
。
歳
計
予
算
ノ
原
理
、
予
算
ノ
調
製
、
提
出
、
議
定
、
施
行

　
　
監
督
、
歳
出
入
ノ
管
理
方
法
及
順
序
、
歳
出
入
管
理
機
関
ノ
組
織
権
限
等

計
学
　
第
二
年

一
、
総
論
。
定
義
、
統
計
学
ノ
歴
史
、
統
計
調
査
ノ
機
関
、
国
際
機
関

二
、
統
計
ノ
理
論
。
大
量
観
察
、
統
計
上
ノ
所
謂
原
則
、
統
計
的
研
究
ノ
条
件

三
、
統
計
ノ
技
術
。
統
計
調
査
ノ
方
法
一
般
、
材
料
ノ
整
理
、
平
均
、
イ
ン
デ

　
　
ッ
キ
ス
ナ
ン
バ
ー
、
補
問
法
、
図
解
ノ
方
法

四
、

五
、一、

二
、

三
、

四
、

人
口
統
計

総
論

人
□
静
態
統
計
、
研
究
ノ
範
囲
、
絶
対
人
口
、
比
較
人
口
、
都
会
ト
田
舎

ト
人
ロ
ノ
自
然
的
区
分
、
人
ロ
ノ
社
会
的
区
分

人
口
動
態
統
計
、
研
究
方
法
、
婚
姻
、
結
婚
者
ノ
年
齢
、
離
婚
、
夫
婦
関

係
存
統
期
間
、
出
産
、
死
亡
率
、
死
亡
表
、
小
児
ノ
死
亡
率
、
移
住

経
済
統
計
。
利
用
セ
ラ
レ
タ
ル
土
地
、
其
区
分
、
土
地
所
有
権
ノ
分
配
、

建
物
、
人
口
職
業
別
、
財
産
統
計
、
所
得
統
計
、
農
業
、
工
業
、
商
業
、

運
輸
、
通
信
、
信
用
機
関
、
物
価

法
第
一
年
、
第
二
年

総
則
。
人
、
法
人
、
物
、
法
律
行
為
、
期
間
、
時
効

物
権
法
。
総
則
、
占
有
権
、
所
有
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
地
役
権

債
権
法
。
総
則
、
契
約
、
事
務
管
理
、
不
当
利
得
、
不
法
行
為

物
権
法
。
留
置
権
、
先
取
特
権
、
質
権
、
抵
当
権

法
　
第
二
年
、
第
三
年

　
一
、
総
則
。
法
例
、
商
人
、
滴
業
登
記
、
商
号
、
商
業
帳
簿
、
商
業
使
用
人
、

　
　
　
代
理
商

　
二
、
会
社
。
総
則
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
、

　
　
　
外
国
会
社

　
三
、
商
行
為
。
総
則
、
売
買
、
交
互
計
算
、
匿
名
組
合
、
仲
立
営
業
、
問
屋
営

　
　
　
業
、
運
送
取
扱
営
業
、
運
送
営
業
、
寄
託
、
保
険

　
四
、
手
形
。
総
則
、
為
替
手
形
、
約
東
手
形
、
小
切
手

　
五
、
海
商
。
船
舶
、
船
舶
所
有
者
、
船
員
、
運
送
、
海
損
、
保
険
、
船
舶
債
権
者

国
際
法
第
三
年

　
総
論
、
国
家
、
国
家
ノ
領
域
、
国
家
ノ
権
利
義
務
特
二
自
衛
権
、
干
渉
、
治
外

　
法
権
、
領
事
裁
判
権
、
罪
人
引
渡
条
約
ノ
原
則
、
通
商
航
海
条
約
、
不
法
行

　
為
、
外
交
官
、
領
事
官
、
船
舶
、
国
際
争
議
、
戦
時
法
ノ
大
要
、
中
立
法
規

手
続
法
第
三
年

　
総
論

　
　
第
；
阜
裁
判
所
ノ
権
限

　
　
第
二
章
　
裁
判
所
ノ
組
織

　
　
第
三
章
　
裁
判
所
ノ
事
務

　
　
第
四
章
　
裁
判
所
ノ
附
属
機
関

　
各
論

　
　
第
；
阜
行
政
訴
訟
及
ビ
訴
願
手
続

第
一
一
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

民
事
訴
訟
手
続

人
事
訴
訟
手
続

刑
事
訴
訟
手
続

非
訟
事
件
手
続



東京高等商業学校一覧31

　
　
第
六
章
　
競
売
手
続

　
　
第
七
章
　
供
託
手
続

商
業
史
第
三
年

　
一
、
内
地
商
業
。
外
国
貿
易
、
貨
幣
、
度
量
権
衡
、
金
融
事
情
、
内
地
交
通
、

　
　
　
航
海
業
、
鉱
山
業
、
工
業

　
二
、
自
足
経
済
時
代
ノ
商
工
業
。
封
建
制
経
済
時
代
ノ
商
工
業
、
メ
ル
カ
ン
チ

　
　
　
リ
ズ
ム
時
代
ノ
商
工
業
、
十
九
世
紀
ノ
商
工
業

英
語
第
一
年
、
第
二
年
、
第
三
年

　
一
、
解
釈
。
記
事
文
、
論
文

　
二
、
会
話
。
日
用
必
須
ノ
談
話
、
商
業
二
係
ル
問
答
談
話
等

　
三
、
作
文
。
日
用
往
復
文
、
商
業
通
信
、
記
事
、
報
告
、
契
約
、
論
説
等

第
二
外
国
語
第
一
年
、
第
二
年
、
第
三
年

　
仏
、
西
独
、
露
語

　
　
読
方
、
訳
解
、
文
法
、
作
文
、
会
話

　
支
那
語

　
　
一
、
読
方
。
訳
解
、
語
法
、
書
取

　
　
二
、
会
話
。
通
俗
問
答
、
商
用
会
話

　
　
三
、
時
文
。
商
用
尺
魑
、
契
約
、
手
形
書
式
、
記
事
、
日
用
尺
魑

体
操
第
一
年
、
第
二
年

　
（
予
科
二
同
ジ
）

　
　
　
　
専
攻
部

貿
易
実
務
　
第
一
年

　
一
、
外
国
貿
易
二
関
連
シ
テ
行
ハ
ル
、
各
種
ノ
事
業

　
二
、
輸
出
入
ノ
行
ハ
ル
・
形
式

　
三
、
仲
介
機
関
ノ
省
略
、
其
ノ
必
要
、
之
二
伴
フ
利
害
及
其
ノ
可
能
ノ
範
囲

　
四
、
外
国
貿
易
業
ノ
経
営
、
輸
出
入
商
社
ノ
組
織
、
業
務
経
営
法
、
分
課
、
輸

　
　
　
出
入
実
務
一
般
、
海
外
ト
ノ
取
引
開
始

　
五
、
輸
出
入
事
務
実
践

各
国
経
済
事
情
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
　
本
年
度
ハ
東
洋
経
済
事
情

　
東
洋
経
済
事
情

　
南
洋
経
済
事
情

　
南
米
経
済
事
情

　
北
米
経
済
事
情

銀
行
論
第
一
年

　
総
論
。

　
　
銀
行
ノ
意
義
、
銀
行
ノ
穫
類
、
銀
行
ノ
歴
史
的
発
展
、
主
要
国
二
於
ケ
ル
銀

　
　
行
制
度

　
本
論
。

　
　
中
央
銀
行
論
、
不
動
産
銀
行
論
、
動
産
銀
行
論
、
貯
蓄
銀
行
論
、
殖
民
地
銀

　
　
行
論

外
国
為
替
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
外
国
為
替
理
論
、
国
際
貸
借
及
其
決
済
法
、
外
国
為
替
手
形
ノ
種
類
、
外
国
為

　
　
替
相
場
、
銀
為
替
及
銀
価
問
題
、
欧
洲
大
乱
ト
外
国
為
替
、
外
国
為
替
市
場

　
外
国
為
替
実
務

　
外
国
為
替
数
学

取
引
所
論
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年
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各
国
有
価
証
券
取
引
所
比
較
研
究
。

　
　
紐
育
株
式
取
引
所
、
倫
敦
株
式
取
引
所
、
巴
里
株
式
取
引
所
、
伯
林
取
引
所

交
通
論
第
一
年

　
総
論
、
道
路
交
通
、
水
路
交
通
、
鉄
路
交
通
、
通
信
交
通

保
険
論
　
第
一
年

　
生
命
保
険

　
　
生
命
保
険
学
ノ
淵
源
及
発
達
、
危
険
論
、
生
命
保
険
ノ
数
学
的
基
礎
、
保
険

　
　
証
券
及
其
約
款
、
保
険
契
約
ノ
始
終
、
代
理
店
制
度
、
相
互
会
社
、
株
式
会

　
　
社
、
共
済
組
合
、
財
産
運
用
法
、
剰
余
金
、
営
業
成
績
公
表
、
生
命
保
険
会

　
　
社
ノ
閉
業
、
譲
渡
及
合
併
、
国
有
論
、
監
督
論
、
生
命
保
険
法
規
、
生
命
保

　
　
険
ノ
発
達
二
関
係
深
キ
機
関
、
生
命
保
険
界
重
要
時
事
、
新
刊
書
籍
ノ
研
究

　
海
上
保
険

　
　
海
上
保
険
ノ
沿
革
、
海
上
保
険
ノ
経
営
及
財
政
、
海
上
保
険
ノ
再
保
険
及
重

　
　
複
保
険
、
海
上
保
険
二
関
ス
ル
実
際
問
題
ノ
研
究

　
火
災
保
険

　
　
火
災
保
険
ノ
沿
革
、
火
災
保
険
ノ
政
策
、
火
災
保
険
協
定
率
、
火
災
保
険
約

　
　
款
、
火
災
保
険
二
関
ス
ル
実
際
問
題
ノ
研
究

共
同
海
損
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
共
同
海
損
二
関
ス
ル
学
説
ノ
変
遷
、
共
同
海
損
ノ
準
拠
法
、
共
同
海
損
二
関
ス

　
ル
国
際
的
規
定
、
共
同
海
損
二
関
ス
ル
実
際
問
題
ノ
研
究

保
険
目
的
学
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
保
険
医
学

　
　
保
険
医
学
ノ
歴
史
及
基
礎
観
念
、
婦
人
ノ
診
査
、
病
歴
及
遺
伝
、
習
癖
住
居

　
　
及
職
業
ガ
生
命
ノ
存
続
二
及
ポ
ス
影
響
、
生
命
保
険
二
重
要
ナ
ル
関
係
ア
ル

　
　
各
種
疾
病
ノ
研
究
、
仮
病
及
其
ノ
発
見
策

建
築
学

　
　
火
災
保
険
研
究
上
二
必
要
ナ
ル
建
築
学
一
班

保
険
化
学

　
　
無
機
。

　
　
　
プ
ロ
ー
ミ
ン
及
液
体
ク
ロ
ー
リ
ン
、
木
炭
（
粉
状
）
及
ラ
ン
プ
プ
ラ
ツ

　
　
　
ク
、
燐
、
プ
リ
ム
ス
ト
ン
、
金
属
（
粉
状
）
、
過
酸
化
曹
達
、
石
炭
、
発

　
　
　
煙
酸
類
、
液
体
ア
ン
モ
ニ
ヤ
、
二
硫
化
炭
素
、
塩
酸
加
里
、
硝
酸
加
里
及

　
　
　
曹
達
、
燐
寸
、
火
薬
、
煙
火

　
　
有
機
。

　
　
　
石
油
及
其
液
体
産
物
一
夕
ー
ル
及
其
液
体
産
物
、
ピ
ッ
チ
、
カ
ル
シ
ヤ
ム

　
　
　
カ
ー
バ
イ
ド
、
液
体
ア
セ
チ
リ
ン
、
二
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
及
ニ
ト
ロ
セ
ル

　
　
　
ロ
ー
ス
、
各
種
爆
発
物
、
セ
ル
ロ
イ
ド
、
人
造
絹
糸
、
樹
脂
、
テ
レ
ビ
ン

　
　
　
油
、
ワ
ニ
ス
、
酒
精
類

造
船
及
巌
装
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
造
船
材
料
、
船
体
、
舶
用
機
関
、
麟
装
、
造
船
契
約
、
造
船
業
、
造
船
附
随
工

　
業
、
造
船
発
達
史

商
工
経
営
論
第
一
年

　
一
定
ノ
教
科
書
二
依
リ
輸
読
ノ
方
法
二
依
リ
テ
商
工
業
経
営
二
関
ス
ル
重
要
問

　
題
ヲ
学
バ
シ
メ
更
二
進
ン
デ
目
発
的
研
究
ヲ
為
ス
ノ
準
備
ト
ナ
サ
シ
ム
。
教
科
書

　
ノ
内
容
ハ
大
規
模
生
産
ノ
発
達
、
労
働
者
問
題
、
販
路
ノ
組
織
、
株
式
会
社
ノ

　
財
政
ノ
如
キ
諸
問
題
ヲ
網
羅
セ
ル
モ
ノ
ヲ
撰
択
シ
又
成
ル
ベ
ク
英
文
ノ
箸
書
ヲ

　
用
フ
。

計
理
学
第
一
年
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帳
簿
及
計
算
ノ
設
定
井
二
監
査

簿
記
原
理
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
緒
論
　
　
定
義

　
資
本

　
取
引

　
単
複
計
算

　
単
記
式

　
複
記
式

　
　
等
式

　
　
現
金
勘
定
式

　
勘
定
科
目
分
類

　
取
引
懸
書
及
帳
簿

　
試
算
表
、
財
産
目
録
、
損
益
勘
定
及
貸
借
対
照
表

　
簿
記
卜
経
営

　
簿
記
ト
財
政

商
晶
学
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
商
晶
ノ
種
類
ハ
学
生
ノ
志
望
ヲ
参
酌
シ
テ
之
ヲ
定
ム
。
　
　
　
。

高
等
数
学
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
解
析
幾
何
学
、
微
分
学
及
積
分
学
ノ
初
歩
、
確
ラ
シ
サ
及
誤
差
論
、
財
務
数

　
学
、
保
険
数
学

経
済
学
、
経
済
学
史
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
一
理
論
経
済
学
ト
比
較
経
済
史
ノ
連
鎖
ト
シ
テ
ノ
学
説
史
ノ
任
務

　
一
方
法
学
ノ
現
今
ノ
立
脚
地
ト
学
説
史
ト
ノ
関
係
殊
二
自
然
学
ト
文
化
学
ト
ノ

　
　
分
別
二
関
ス
ル
経
済
学
現
在
ノ
見
解

一
希
膿
哲
学
中
二
於
ケ
ル
経
済
学
説
殊
ニ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
第
一
巻
、

倫
理
学
第
五
巻
二
見
ハ
レ
タ
ル
経
済
理
論

一
羅
馬
法
ノ
経
済
思
想
　
　
『
ア
グ
リ
メ
ン
ソ
ー
レ
ス
』
ノ
経
済
説
及
二
、
三
ノ

羅
馬
哲
学
者

一
基
督
教
教
父
ノ
経
済
説
　
　
希
膿
哲
学
及
羅
馬
法
ノ
影
響
ニ
ヨ
ル
其
発
達
－

1
教
会
法
学
ノ
経
済
思
想
殊
ニ
ト
マ
ス
、
ダ
キ
ノ
ノ
経
済
説
－
私
有
財
産

論
1
－
－
『
ウ
ズ
ラ
』
論
　
　
　
『
ユ
ス
ト
ム
、
プ
レ
チ
ウ
ム
』
論
1
『
ダ
ム

　
ス
ム
、
エ
メ
ル
ゲ
ン
ス
』
論

一
ト
マ
ス
以
後
ノ
教
会
法
学
経
済
論
　
　
ド
ン
ス
、
ス
コ
ー
ト
ス
其
他
ノ
主
観

価
値
説
　
　
ヲ
レ
ス
ミ
ウ
ス
ニ
至
ル
発
達
－
『
レ
ン
ト
、
チ
ヤ
ー
ヂ
エ

　
ス
』
二
関
ス
ル
学
説
（
ラ
ン
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ヲ
イ
タ
、
ゲ
ル
ソ
ン
等
）

－
為
替
、
保
険
、
公
債
二
関
ス
ル
学
説
ノ
発
達
（
ス
カ
チ
ア
）

一
『
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
』
ノ
経
済
学
説
　
　
ト
ー
マ
ス
・
モ
ー
ア
、
ニ
コ
ロ
・

　
マ
キ
ア
ヴ
エ
ー
　
　
其
他
ノ
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
』
　
　
宗
教
改
革
家
ノ
経

済
恩
想

一
十
六
・
十
七
両
世
紀
二
於
ケ
ル
伊
太
利
ノ
経
済
学
説
附
同
期
二
於
ケ
ル
西
班

牙
経
済
説
ノ
一
端

一
十
七
・
十
八
両
世
紀
二
於
ケ
ル
和
蘭
経
済
学
説
殊
ニ
ウ
セ
リ
ン
ク
ス
及
ピ
ー

タ
ー
・
ド
、
ラ
・
ク
ー
ル

一
十
六
・
十
七
両
世
紀
二
於
ケ
ル
英
国
経
済
学
説
（
ラ
チ
マ
ー
、
ス
タ
ツ
フ
オ
ー

ド
、
ト
マ
ス
・
マ
ソ
、
チ
ア
イ
ル
ド
及
カ
ル
ペ
ラ
ー
、
ペ
テ
ー
、
ロ
ツ

ク
、
キ
ン
グ
、
ダ
ヴ
ナ
ン
、
ノ
ー
ス
）

一
独
逸
二
於
ケ
ル
『
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
』
ノ
或
モ
ノ

一
十
八
世
紀
二
於
ケ
ル
英
国
経
済
学
説
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一
『
フ
ヰ
ジ
ヲ
ク
ラ
ツ
ト
』
概
論

　
一
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
　
　
其
先
駆
　
　
同
時
代
ノ
諸
学
者
－
直
接
ノ
祖
述
者

　
一
英
国
特
有
ノ
学
問
ト
シ
テ
ノ
経
済
学
ノ
発
達
マ
ル
サ
ス
及
リ
カ
ル
ド
詳
論

　
一
マ
ル
サ
ス
ヨ
リ
出
ヅ
ル
分
派
ゴ
ト
ウ
ヰ
ン
ヲ
出
発
点
ト
ス
ル
学
説
ノ
発
展

　
一
リ
カ
ル
ド
ヨ
リ
出
ヅ
ル
分
派
殊
ニ
マ
カ
ロ
ツ
ク
セ
ニ
ヲ
ル
及
、
ミ
ル
父
子
　
リ

　
　
カ
ー
ド
派
社
会
学
説
ノ
一
班
　
ヲ
ー
ウ
エ
ン
及
其
学
派

　
一
大
陸
二
於
ケ
ル
反
抗
学
説
　
殊
ニ
プ
ル
ド
ー
ン
及
マ
ル
ク
ス
　
附
其
前
後
ノ

　
　
潮
流
一
班

　
一
独
逸
歴
史
学
派
ノ
成
立
　
附
、
利
用
学
派
ノ
勃
興
及
数
学
派
一
班
　
ジ
エ
ヴ

　
　
オ
ン
ス
及
メ
ン
ガ
ー
詳
論

　
一
学
説
発
展
ノ
到
達
セ
ル
現
今
ノ
立
場
ト
其
主
要
ナ
ル
理
論
上
ノ
問
題
　
殊
二

　
　
所
謂
主
観
学
派
ト
折
衷
学
派
ノ
研
究

　
一
学
説
史
研
究
ノ
結
果
ヨ
リ
見
タ
ル
所
得
理
論
及
之
ヲ
中
心
ト
ス
ル
新
潮
流
1

　
－
ア
キ
レ
・
ロ
リ
ァ
、
デ
ー
ヴ
ン
ポ
ー
ト
、
ピ
グ
ー
、
リ
ー
フ
マ
ン
、
ヲ
ツ

　
　
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
等
ノ
新
理
論
ノ
評
論

　
一
同
上
ノ
見
解
二
基
ク
余
剰
価
値
理
論
　
経
済
政
策
二
及
ボ
ス
可
キ
影
響
　
社

　
　
会
政
策
ノ
理
論
的
根
拠

経
済
史
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
貿
易
表
ノ
説
明
、
歴
史
上
物
価
高
低
ノ
原
因
結
果
、
競
争
及
独
占
、
投
機
、
恐

　
慌
及
商
業
沈
滞
、
放
任
主
義
及
政
府
事
業

工
業
政
策
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
一
、
総
論
。
二
、
技
術
ノ
発
達
、
三
、
工
業
経
営
制
度
ノ
発
展
、
四
、
工
業
政

　
策
ノ
変
遷
、
五
、
大
経
営
ノ
発
達
、
六
、
　
「
カ
ル
テ
ル
」
及
「
ト
ラ
ス
ト
」
、

　
七
、
中
小
経
営
ノ
存
続
及
其
保
護
策
、
八
、
工
業
者
ノ
組
合
、
九
、
工
業
所
有

　
権
、
十
、
工
業
資
本
ノ
供
給
、
十
一
、
工
業
労
働
者
問
題
概
説
、
十
二
、
職
工

　
組
合
、
十
三
、
労
働
者
保
護
法
、
十
四
、
労
働
者
保
険
、
十
五
、
失
職
問
題
及

　
労
働
紹
介
制
度
、
十
六
、
企
業
家
ノ
社
会
的
施
設
、
十
七
、
消
費
者
ト
シ
テ
ノ

　
労
働
者

農
業
政
策
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
総
論
、
土
地
二
関
ス
ル
政
策
、
農
事
改
良
二
関
ス
ル
政
策
、
保
険
二
関
ス
ル
政

　
策
、
金
融
二
関
ス
ル
政
策
、
教
育
二
関
ス
ル
政
策
、
団
体
二
関
ス
ル
政
策
、
除

　
害
二
関
ス
ル
政
策
、
農
村
問
題

殖
民
政
策
　
第
一
年

　
総
論
、
殖
民
地
ノ
獲
得
、
殖
民
地
ノ
統
治
、
移
民
問
題
、
殖
民
地
貿
易
政
策
、

　
殖
民
地
土
地
制
度
、
殖
民
地
幣
制
、
殖
民
地
銀
行
、
殖
民
地
土
人
問
題
、
殖
民

　
地
財
政

財
政
及
金
融
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
公
債
、
租
税
、
予
算
及
決
算
、
臨
時
費
及
臨
時
収
入
、
会
計
年
度
、
国
庫
及
其

　
ノ
市
場
ト
ノ
関
係
、
貨
幣
制
度
、
銀
行

労
働
保
険
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
労
働
保
険
ノ
性
質
、
組
織
及
制
度
、
重
要
ナ
ル
国
二
於
ケ
ル
其
ノ
淵
源
及
発

　
達
、
疾
病
保
険
、
傷
害
保
険
、
老
衰
保
険
、
廃
疾
保
険
、
罷
業
保
険
、
労
働
者

　
団
体
ノ
行
フ
保
険
的
事
業
、
労
働
保
険
二
関
ス
ル
国
際
的
機
関

憲
法
及
行
政
法
　
第
一
年
、
第
二
年

　
国
家
及
国
法
二
関
ス
ル
基
礎
観
念
、
領
土
及
臣
民
、
帝
国
ノ
政
体
、
天
皇
、
摂

　
政
、
国
務
大
臣
、
帝
国
議
会
、
司
法
裁
判
所
、
行
政
官
庁
、
官
吏
法
、
地
方
自

　
治
団
体
殊
二
市
町
村
郡
及
府
県
、
国
家
ノ
作
用
、
立
法
、
司
法
、
行
政
、
内

　
政
、
財
政
、
軍
政
、
法
政
、
外
政
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商
法
第
一
年
、
第
二
年

　
第
一
編
　
会
社
法

　
第
二
編
　
手
形
法

　
第
三
編
　
運
送
法

　
第
四
編
　
倉
庫
法

　
第
五
編
　
保
険
法

　
第
六
編
　
海
商
法

民
　
法
第
一
年
、
第
二
年

　
第
一
編
　
総
則

　
　
人
、
法
人
、
物
、
法
律
行
為
、
期
間
、
時
効

　
第
二
編
　
物
権

　
　
総
則
、
占
有
権
、
所
有
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
地
役
権
、
留
置
権
、
先

　
　
取
特
権
、
質
権
、
抵
当
権

　
第
三
編
　
債
権

　
　
総
則
、
契
約
、
事
務
管
理
、
不
当
利
益
、
不
法
行
為

　
第
四
編
　
親
族

　
　
総
則
、
戸
主
及
家
族
、
婚
姻
、
親
子
、
親
権
、
後
見
、
親
族
会
、
扶
養
ノ
義

　
　
務

　
第
五
編
　
相
続

　
　
家
督
相
続
、
遺
産
相
続
、
相
続
ノ
承
認
及
勉
棄
、
財
産
ノ
分
離
、
相
続
人
ノ

　
　
畷
欠
、
塑
言
、
遺
留
分

　
　
　
備
考
　
民
法
第
一
編
乃
至
第
三
編
ハ
本
科
二
於
テ
修
習
シ
タ
ル
科
目
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
ヲ
以
テ
専
攻
部
二
於
テ
ハ
宜
シ
キ
ニ
随
ヒ
取
捨
シ
テ
授
業
ス
ル
コ

　
　
　
　
　
　
ト
ア
ル
ベ
シ
。

破
産
法
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
一
、
実
体
規
定
。
総
則
、
破
産
債
権
者
、
別
除
権
者
、
財
団
債
権
者
、
破
産
財

　
　
　
団
、
法
律
行
為
二
関
ス
ル
破
産
ノ
効
カ
、
取
戻
権
、
相
殺
権
、
否
認
権

　
二
、
手
続
規
定
。
総
則
、
破
産
ノ
宣
告
、
破
産
管
財
人
、
監
査
委
員
、
債
権
者

　
　
　
集
会
、
破
産
財
団
ノ
管
理
及
換
価
、
破
産
債
権
ノ
届
出
及
調
査
、
配
当
強

　
　
　
制
和
議
、
破
産
ノ
廃
止

　
三
、
罰
則

　
四
、
復
権

国
際
公
法
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
国
際
公
法
上
ノ
権
利
ノ
主
体
、
国
家
ノ
承
認
、
国
際
団
体
、
俘
虜
、
問
諜
、
傷

　
病
者
、
赤
十
字
条
約
、
戦
時
禁
制
品
、
封
鎖
、
非
中
立
行
為
、
中
立
国
ノ
権
利

　
義
務
、
休
戦
、
戦
争
ノ
終
了

国
際
私
法
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
緒
論

　
第
一
部
　
総
論

　
第
二
部
　
国
際
民
法

　
第
三
部
　
国
際
商
法

　
　
附
訴
訟

刑
法
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
総
論

　
　
緒
論
。
刑
法
ノ
基
礎
観
念
、
刑
法
ノ
沿
革
、
刑
法
ノ
学
派
、
罪
刑
法
定
主

　
　
　
義
、
刑
法
ノ
淵
源

　
　
第
一
編
。
犯
罪
論
、
犯
罪
ノ
意
義
、
犯
罪
ノ
主
体
、
客
体
、
行
為
、
主
観
的

　
　
　
要
件
（
責
任
能
カ
、
犯
意
及
過
失
）
、
客
観
的
要
件
（
行
為
ノ
危
険
性
、
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行
為
ノ
違
法
牲
）
、
　
錯
誤
、
共
犯
、
併
合
罪
、
累
犯
、
犯
罪
ノ
種
別
、
犯

　
　
　
罪
ノ
時
及
場
所

　
　
第
二
編
。
刑
罰
論
、
刑
罰
ノ
意
義
、
刑
罰
ノ
適
用
、
刑
罰
ノ
執
行
、
刑
罰
ノ

　
　
　
消
滅
、
保
安
処
分

　
　
第
三
編
。
刑
法
ノ
効
力
、
刑
法
卜
時
、
刑
法
ト
人
、
刑
法
ト
土
地
、
裁
判
共

　
　
　
助

　
各
論

民
刑
訴
訟
法
及
裁
判
所
構
成
法
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
総
論

　
　
第
一
章
　
司
法
裁
判
所
ノ
権
限

　
　
第
二
章
　
司
法
裁
判
所
ノ
組
織

　
　
第
三
章
　
司
法
裁
判
所
ノ
事
務

　
　
第
四
章
　
司
法
裁
判
所
ノ
附
属
機
関

　
各
論

　
　
第
；
阜
　
民
事
訴
訟
手
続

　
　
第
二
章
　
人
事
訴
訟
手
続

　
　
第
三
章
　
刑
事
訴
訟
手
続

商
事
法
令
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
総
論

　
各
論

　
　
第
；
早
　
無
体
財
貨
権
法

　
　
第
二
章
　
金
融
業
法

　
　
第
三
章
　
取
引
所
法
並
二
市
場
法
制

　
　
第
四
章
　
交
通
営
業
法

　
　
第
五
章
　
保
険
営
業
法

　
　
第
六
章
　
信
託
営
業
法

　
　
第
七
章
　
無
尽
営
業
法

　
　
第
八
章
　
倉
庫
営
業
法

　
　
第
九
章
　
質
屋
営
業
法

　
　
第
十
章
　
同
業
組
合
法

　
　
第
十
一
章
　
商
業
会
議
所
法

殖
民
地
法
制
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
緒
論

　
　
第
；
阜
殖
民
地
法
ノ
意
義

　
　
第
二
章
　
殖
民
地
法
ノ
歴
史

　
総
論

　
　
第
；
皐
　
殖
民
地
ノ
領
域
及
ビ
人
民
ノ
意
義

　
　
第
二
章
　
殖
民
地
人
民
ノ
法
律
関
係

　
　
第
三
章
　
殖
民
地
ノ
行
政
組
織

　
各
論

　
　
第
；
早
　
殖
民
地
刑
法

　
　
第
二
章
　
殖
民
地
民
法

　
　
第
三
章
　
殖
民
地
商
法

社
会
学
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
序
論

　
　
定
義
及
性
質
、
実
理
、
社
会
、
研
究
法

　
第
一
編
　
社
会
発
生
論

　
　
緒
論
1
－
社
会
起
原
ノ
諸
説
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第
一
章
　
人
類
ノ
発
生

　
　
　
一
源
説
及
多
源
説
、
時
及
処
、
進
化
観

　
　
第
二
章
　
自
然
社
会

　
　
　
発
生
ノ
条
件
、
群
、
婚
姻
、
家
、
氏
、
部

　
　
第
三
章
　
人
意
社
会

　
　
　
発
生
ノ
条
件
、
部
落
、
市
、
国
、
階
級
、
社
会
単
位
、
婦
女
ノ
地
位
、
戦
争
、
平

　
　
　
和
主
義
、
国
際
社
会

　
第
二
編
　
社
会
実
体
論

　
　
緒
論

　
　
第
；
早
　
社
会
ノ
要
素

　
　
　
恩
想
ノ
開
展
、
性
能
ノ
発
達
、
人
格
ノ
進
歩
－
自
由
ノ
開
展
、
社
会
結
合
性
ノ
発

　
　
　
達
、
社
会
組
織
ノ
進
歩
、
社
会
対
関
ノ
進
歩
、
文
明

外
交
史
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
序
論
、
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
並
ニ
ル
イ
十
四
世
ノ
覇
権
、
英
露
普
ノ
勃

　
興
、
仏
蘭
西
革
命
卜
欧
洲
、
維
也
納
条
約
、
神
聖
同
盟
及
其
反
動
政
策
ト
英
国

　
ノ
外
交
、
諸
小
国
ノ
独
立
、
ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
並
二
巴
里
条
約
、
伊
太
利
ノ
統

　
一
、
シ
ュ
レ
ス
ウ
イ
グ
、
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
問
題
、
普
壊
戦
争
、
普
仏
戦
争
、
露

　
土
戦
争
並
二
伯
林
条
約
、
三
国
同
盟
及
露
仏
同
盟
、
仏
伊
接
近
英
仏
協
約
及
英

　
露
協
約
、
阿
弗
利
加
卜
列
強
、
最
近
ノ
東
方
問
題
、
極
東
問
題
、
米
国
ノ
外
交

殖
民
地
事
情
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
帝
国
領
殖
民
地
略
史
、
住
民
、
土
人
問
題
、
移
殖
状
況
、
原
始
生
産
、
工
業
、

　
商
業
及
商
業
憤
習
、
金
融
、
交
通

　
　
以
上
各
項
共
帝
国
殖
民
地
各
別
二
講
義
ス
。

殖
民
地
農
学
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
農
業
ノ
特
性
、
農
業
ノ
要
素
、
農
業
ノ
経
営
、
殖
民
地
ノ
農
業

殖
民
地
衛
生
　
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
殖
民
地
衛
生
総
論
、
風
土
病
及
悪
疫
、
防
疫
制
度
、
防
疫
機
関
、
防
疫
方
法
、

　
衛
生
工
事
、
医
療
機
関
、
医
学
教
育

　
　
以
上
各
項
共
帝
国
殖
民
地
各
別
二
講
義
ス
。

民
俗
学
第
一
年
又
ハ
第
二
年

　
第
一
、
通
論
。
文
明
ノ
程
度
ニ
ヨ
ル
民
族
ノ
階
級

　
　
原
始
時
代
－
－
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
ノ
時
代
－
英
雄
謂
及
神
話
ノ
時
代

　
　
右
各
時
代
ノ
社
会
組
織
、
道
徳
的
規
範
、
宗
教
、
芸
術
等
二
就
キ
其
ノ
大
体

　
　
ヲ
説
明
ス
。

　
第
二
、
各
論
。
我
国
ノ
殖
民
二
関
係
ア
ル
各
民
族
ノ
生
活
ノ
実
況

英
語
第
一
年
、
第
二
年

　
指
導
及
論
文

第
二
外
国
語
第
一
年
、
第
二
隼

　
ム
五
目
、
虫
五
口

　
｛
’
…
o
　
　
　
ヨ
ー
…
o

　
　
訳
解
、
文
法

　
　
　
　
　
奨
学
資
金

本
校
ノ
奨
学
資
金
ハ
明
治
三
十
七
年
マ
デ
ハ
唯
学
生
ノ
貸
費
二
充
ツ
ル
モ
ノ
一
件

二
過
ギ
ザ
リ
シ
ガ
同
年
以
降
種
々
ノ
目
的
ノ
為
メ
ニ
寄
附
ヲ
受
ク
ル
ニ
至
レ
リ
。
今

各
寄
附
金
額
及
其
ノ
使
途
等
ヲ
列
記
ス
レ
バ
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
学
生
奨
学
費
寄
附
金
（
明
治
三
十
七
年
以
前
ノ
分
）

一
公
債
証
書
額
面
四
千
百
円
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一
金
三
十
五
円
九
十
四
銭
一
厘

右
利
子
ヲ
以
テ
学
生
ノ
貸
費
二
充
ツ

　
　
　
　
加
賀
奨
学
費
寄
附
金
一
鶏
㌫
醇
詰
附
一

一
金
一
万
円
一
簾
羅
灘
輔
謂
暢
濠
一
一
百
五
十
円
一

右
利
子
ヲ
以
テ
学
生
体
育
奨
励
費
及
貸
費
二
充
ツ

　
　
　
　
犬
塚
奨
学
費
寄
附
金
一
切
誰
鉦
籔
鮪
饅
嗣
十
二
年
一

一
金
吾
四
十
円
一
総
騒
霧
覇
麗
一
抽
鯛
一

右
利
子
ヲ
以
テ
学
生
ノ
英
語
奨
励
費
二
充
ツ

　
　
　
　
半
田
奨
学
馨
附
金
一
魏
揖
鱗
鮒
覇
附
一

一
公
債
証
書
鰐
額
面
二
千
円
一
弧
鰯
堅
摘
麗
二
一

右
利
子
ヲ
以
テ
図
書
購
入
費
二
充
ツ

　
　
　
　
　
品
川
奨
学
費
寄
附
金
一
灘
絆
蘇
鮮
鞍
鮨
州
轟
纏
建
一

一
公
債
証
書
鰐
額
面
三
千
吾
円
一
覇
酬
総
麓
騎
議
謹
幕
銅
一

　
右
利
子
ヲ
以
テ
学
生
ノ
貸
費
二
充
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年
二
月

　
　
　
　
　
安
宅
奨
学
費
寄
附
金
（
大
阪
安
宅
弥
吉
氏
寄
附
）

一
東
洋
製
糖
株
式
会
社
旦
保
附
社
債
券
額
面
二
千
五
百
円

　
　
但
シ
寄
附
申
込
総
額
金
一
万
円
ノ
内

　
右
利
子
ヲ
以
テ
学
術
研
究
費
及
学
生
貸
費
二
充
ツ

右
ノ
外
大
正
五
年
三
月
神
戸
内
田
信
也
氏
ヨ
リ
金
十
万
円
寄
附
ノ
申
込
ア
リ
タ
リ

第第ニクー

調
査
部
規
程
一
明
治
四
十
二
年
十
月
創
始
一

商
業
ノ
改
善
二
資
ス
ル
事
項
ヲ
学
術
的
二
調
査
ス
ル
為
メ
ニ
調
査
部
ヲ
設

調
査
部
ハ
当
分
之
ヲ
専
攻
部
研
究
室
内
二
設
ク
。

第
三
　
調
査
部
二
委
員
若
干
名
及
主
幹
一
名
ヲ
置
ク
。

　
委
員
ハ
本
校
教
員
中
ヨ
リ
主
幹
ハ
委
員
中
ヨ
リ
学
校
長
之
ヲ
命
ズ
。

第
四
　
調
査
部
主
幹
ハ
委
員
会
ノ
議
事
ヲ
整
理
シ
調
査
補
助
ヲ
指
揮
シ
テ
材
料
ノ

　
整
頓
ヲ
掌
ル
ψ

第第第第第
九八七六五

調
査
事
項
ハ
委
員
ノ
決
議
二
依
リ
学
校
長
ノ
許
可
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム
。

調
査
部
二
若
干
名
ノ
調
査
補
助
ヲ
置
ク
。

調
査
部
ノ
発
送
ス
ル
文
書
ハ
学
校
長
又
ハ
学
校
ノ
名
ヲ
以
テ
ス
。

調
査
ノ
結
果
ハ
適
当
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
発
表
ス
。

調
査
部
ハ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
銀
行
会
社
等
ノ
依
頼
二
応
ジ
テ
調
査
ヲ

ナ
ス
コ
ト
ア
ル
可
シ
。

第第第　　　第
四三二三二

　
　
調
査
材
料
貸
寸
規
程

本
部
ノ
調
査
材
料
ハ
左
記
ノ
者
二
限
リ
之
ヲ
貸
付
ス
可
シ
。

本
校
教
授
及
講
師

本
校
尊
攻
部
学
生
ニ
シ
テ
担
当
指
導
教
師
ノ
承
認
ヲ
得
タ
ル
者

右
二
項
以
外
ノ
者
ト
雄
モ
本
部
主
幹
ノ
承
認
ヲ
経
タ
ル
者

貸
付
部
数
ハ
五
部
以
内
ト
ス
但
シ
特
別
ノ
場
合
ハ
比
限
ニ
ア
ラ
ズ
。

貸
付
期
問
ハ
ニ
週
間
以
内
ト
ス
。

貸
付
ヲ
請
フ
者
ハ
本
部
備
付
ノ
貸
付
簿
二
所
定
ノ
記
入
ヲ
ナ
シ
署
名
捺
印

　
ス
可
シ
。

第
五
　
夏
季
休
業
中
ハ
貸
付
ヲ
為
サ
ズ
。
但
シ
本
部
主
幹
ノ
承
認
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ

　
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
。

　
本
条
ニ
ョ
リ
貸
付
シ
タ
ル
調
査
材
料
ハ
九
月
十
日
迄
二
必
ズ
返
付
ス
可
シ
。

第
六
　
調
査
材
料
返
納
ノ
期
日
二
違
フ
者
ハ
爾
後
其
貸
付
ヲ
禁
止
ス
可
シ
。

第
七
　
貸
付
ノ
調
査
材
料
ヲ
汚
損
又
ハ
亡
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
実
物
又
ハ
代
価
ヲ
以
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テ
弁
償
セ
シ
ム
可
シ
。

第
八
　
貸
付
ノ
調
査
材
料
ハ
臨
時
返
納
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
。

　
　
　
　
本
部
ノ
役
員

調
査
都
主
幹

調
査
部
委
員

同同同同同同同同同同同同調
査
部
補
助

同同同同第

回
報
告

1司同同1司調1司同同同同同同同同1司1司1司調調
　　　査　　　　　　　　　　査査　　　部　　　　　　　　　部都　　　補　　　　　　　　　　委主　　　助　　　　　　　　　　員幹　本

職部
エノ
取報
扱告
関セ印

スル刷講講講助講同講同同同同同同同同同同同教ルモ発

調俘　教
査師師師授師師　　　　　　授
民
業
工 商商商商商法法商法商 商法　法　　理
望学学学学学毒毒学鴬学学毒　毒
部 士士士士士士士士士士

学

士士　士　　士

法
学
博
士

商
学
士

商
学
士

法
学
博
士

商
学
士

法
学
博
士

法
学
博
士

商
学
士

商
学
士

商
学
士

商
学
士

商
学
士

石
　
川
　
文
　
吾

奈
佐
忠
行

下
野
直
太
郎

石
　
川
　
文
　
吾

佐
　
野
　
善
　
作

鹿
野
清
次
郎

志
田
銅
太
郎

堀
　
　
光
　
　
亀

星
　
野
　
太
　
郎

上
田
貞
次
郎

三
　
浦
新
七

藤
本
幸
太
郎

村
瀬
春
雄

乾
　
　
政
　
　
彦

内
　
　
藤
　
　
章

高
垣
寅
次
郎

高
瀬
荘
太
郎

大
塚
金
之
助

上
田
辰
之
助

第
二
回
報
告

第
三
回
報
告

第
四
回
報
告

第
五
回
報
告

第
六
回
報
告

第
七
回
報
告

特
別
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
十
四
年
七
月
発
行

消
費
組
合
ノ
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
十
五
年
五
月
発
行

職
工
取
扱
二
関
ス
ル
調
査
（
官
業
工
場
之
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
元
年
八
月
発
行

計
理
制
度
ノ
調
査
　
　
　
　
　
　
　
大
正
二
年
七
月
発
行

欧
米
高
等
商
業
教
育
ノ
現
況
　
　
　
　
大
正
二
年
七
月
発
行

横
浜
開
港
当
時
之
貿
易
状
態
並
洋
銀
相
場
取
引
之
沿
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
三
年
十
月
発
行

生
糸
金
融
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
四
年
九
月
発
行

商
業
書
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年
六
月
発
行

本
校
二
於
テ
ハ
例
年
夏
季
休
業
中
、
上
級
ノ
優
等
生
ヲ
撰
ビ
テ
内
外
各
地
二
派
遣
シ

諸
般
商
業
ノ
実
情
ヲ
調
査
研
究
セ
シ
ム
一
鰐
彗
確
湘
嚢
幡
岐
誰
隷

緯
月
鳩
堆
粋
円
一
。

其
ノ
調
査
報
告
左
ノ
如
シ
。

一
石
油
業
調
査
報
告

本
科
三
年
生
　
古

一
譲
護
議
麗
売
買
慣
習
取
轟
告
一
生
糸
一

一
難
売
買
憤
習
取
調
警
書

一
蠕
修
学
旅
行
報
告
書

　
　
綿
花
綿
糸
業
取
調
報
告

　
　
羊
毛
、
毛
織
物
、
魚
粕
及
豆
粕
報
告

　
　
米
穀
、
砂
糖
及
窓
硝
子
業
取
調
報
告

一
手
形
交
換
所
調
査
報
告

同同同同同同

■■』

銀
次
郎

津
　
田
　
五
　
郎

五
十
嵐
直
三

中
　
島
　
誠
　
治

前
囲
卯
之
助

山
　
　
内
　
　
恕

武
田
近
次
郎
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一
銀
行
業
務
例
取
調
報
告

届
謹
越
後
石
襲
調
査
馨

一
麦
桿
真
田
売
買
慣
習
取
調
報
告

一
海
産
物
取
引
慣
例
取
調
書

一
驚
出
燐
寸
業
翼
報
告

一
尾
濃
機
業
取
調
報
告
書

一
京
都
織
物
業
取
調
報
告

一
刊
謹
福
井
石
川
両
県
下
機
業
調
査

報
告一

羅
鐸
緯
両
毛
地
方
機
業
調
査

報
告
書

一
八
王
子
地
方
機
業
調
査
報
告
書

一
長
崎
港
海
産
物
貿
易
調
査
報
告
書

一
福
岡
市
機
業
調
査
報
告
書

一
福
島
県
機
業
調
査
報
告
書

扁
護
越
後
嘉
業
調
査
報
告

一
紀
州
及
京
都
綿
ネ
ル
業
取
調
報
告
書 （本合）

｛同同同同同同専
攻
部
一
年
生

｛本
科
三
年
生

専
攻
部
二
年
生

｛本
科
三
年
生

　
専
攻
部
一
年
生

｛　本
科
三
年
生

　
専
攻
部
二
年
生

　
同

　
本
科
三
年
生

専
攻
部
二
年
生

本
科
三
年
生

同専
攻
部
二
年
生

本
科
三
年
生

同

一
九
州
嚢
散
及
売
買
嚢
調
報
告
一
肺

一
北
海
道
豆
類
取
調
報
告
警

）
　
　
同

合

森
本
啓
太
郎

鈴
　
　
木
　
　
勝

野
　
平
　
道
　
男

水
　
野
　
重
　
也

鈴
　
木
　
栄
　
作

武
　
田
　
信

浅
　
井
　
義
　
鯛

田
　
村
　
信
　
生

筒
　
丼
　
継
　
男

田
　
中
　
　
　
馬

出
　
淵
　
勝
　
次

三
　
上
　
孝
　
司

安
藤
兼
三
郎

三
　
浦
　
新
　
七

河
　
本
　
保
　
三

村
　
田
　
良
　
平

坂
　
西
　
由
　
蔵

池
　
辺
　
竜

山
　
中
　
安
　
躬

清
　
水
　
安
　
治

上
　
田
　
四
　
郎

堀
　
　
文
　
　
平

松
　
島
　
準
　
吉

服
部
源
市
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本

一
福
島
町
生
糸
取
引
調
査
報
告
書
　
（
　
　
同

一
大
阪
二
於
ケ
ル
輸
出
刷
子
業
調
査
報

告
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

一
譲
鳩
炭
嚢
理
ノ
状
況
調
査
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

告
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
同

一
雛
富
出
機
械
織
布
調
査
馨
書
体
同

一
清
国
上
海
二
於
ケ
ル
貨
幣
事
情
調
査

墾
一
書
　
　
　
　
　
　
剖
同

一
舗
国
蘇
州
抗
州
絹
織
物
業
調
査
報
告
体
同

一
楊
子
江
汽
船
業
調
査
報
告
　
　
　
　
　
同

一
電
気
鉄
道
調
査
報
告
書
　
　
　
　
　
　
同

一
鰯
海
産
物
集
散
概
況
及
取
引
憤
習

調
査
報
告
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

一
長
崎
港
鰻
輸
出
貿
易
調
査
報
告
書
　
　
　
同

一
北
海
道
輸
出
昆
布
調
査
報
告
書
剖
　
　
同

一
支
那
輸
出
羊
毛
調
査
報
告
書
　
　
体
　
　
同

一
肥
料
市
場
調
査
報
告
　
　
　
　
　
　
　
　
同

一
韓
国
二
於
ケ
ル
本
邦
貨
物
販
路
取
調

報
告
　
　
　
　
　
　
　
　
剖
同

一
清
国
江
蘇
漸
江
両
省
繭
生
糸
調
査
報
本

告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同

一
日
本
花
莚
業
調
査
報
告
書
　
　
　
　
　
　
同

一
中
清
地
方
綿
花
調
査
報
告
書
　
　
　
　
　
同

一
製
茶
業
取
調
報
告
　
　
　
　
　
　
　
　
同

一
北
海
道
輸
出
木
材
調
査
報
告
書
　
　
　
　
同

佐
　
藤
　
重
　
治

田
　
藤
　
高
　
輔

服
部
保
次
郎

山
　
内
　
定
　
爾

福
島
喜
三
次

田
　
崎
　
義
　
介

田
　
島
　
繁
　
二

西
　
垣
　
直
　
記

尾
上
梅
太
郎

本
　
　
下
　
　
有

田
辺
畏
三
男

徳
　
永
　
政
　
一

松
　
村
　
芳
　
平

加
　
藤
　
哲
　
治

大
石
善
四
郎

平
井
真
次
郎

中
岡
孫
一
郎

久
保
村
三
郎

信
　
貴
　
英
　
蔵
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一
香
港
通
過
商
業
調
査
報
告
書
　
　
　
　
　
同

一
名
古
屋
地
方
家
内
工
業
調
査
報
告
書
　
　
同

蕾
一
於
ケ
一
貨
幣
卜
金
融
　
n

一
清
国
税
関
制
度
調
査
報
告
書
一
親
文
響
同

一
韓
国
輸
出
米
事
情
取
調
報
告
（
同

一
北
海
道
三
県
輸
出
羽
二
重
調
査
報

告
書
　
　
（
同
　
前
）

一
マ
ニ
ラ
麻
調
査
報
告
書
（
同
　
前
）

一
大
阪
地
方
二
於
ケ
ル
土
地
放
資

国
　
民
　
経
　
済
　
雑
　
誌

第
十
五
巻
第
二
号
第
三
号
掲
載

前
）
同

（本合）

同同

一
朝
鮮
拓
殖
箏
情
一
一
㌃
譲
襟
誰
鉗
一
同

　
　
　
以
上
印
刷
ノ
分

一
硝
子
業
報
告
書

一
瀬
戸
万
古
常
滑
陶
磁
器
調
査
報
告
書

＝
只
都
府
機
業
調
査
報
告

一
外
国
貿
易
港
ト
シ
テ
神
戸
ノ
過
去
及

将
来

一
京
都
機
業
取
調
報
告

一
北
海
道
商
工
業
視
察
報
告

一
翻
地
方
花
莚
業
視
察
研
究
旅
行
報

告
書

一
燐
寸
業
取
調
報
告

第
一
編

｛同同同同同同同同同

岡酒上山問伊
田勾田崎瀬藤
重秀光主三武
吉一雄計郎男

井
上
徳
之
助

神
　
村
　
貫
　
治

村原
上

秀明
三治
郎郎

松渋藤永
村谷本井
　　幸
大良太定
助英郎治

星河大
野野
　　内
唯恒

古河

郡上

良哲

介太 要三三

一
明
治
三
十
年
北
海
道
修
学
旅
行
報
告
書

一
韓
国
修
学
旅
行
報
告
書

一
清
国
漢
口
港
商
工
業
視
察
報
告

一
清
国
組
合
制
度
調
査
報
告

一
欝
撮
花
莚
取
調
警

一
韓
国
二
於
ケ
ル
行
商
及
市
場

一
南
満
洲
視
察
報
告

一
韓
国
鉄
道
現
況
調
査
報
告

一
山
東
省
視
察
報
告
書

一
清
国
天
津
附
近
石
炭
事
情
調
査
報
告

一
警
紅
鳩
地
日
独
商
品
販
路
ノ
状
況

一
東
北
地
方
資
本
利
用
ノ
状
況

一
清
国
上
海
及
附
近
ノ
蚕
糸
業
拝
繭
生

糸
輸
出
視
察
報
告
書

一
中
清
茶
業
調
査
報
告

一
上
海
漢
ロ
ニ
於
ケ
ル
日
清
両
国
商
会

ノ
組
織
井
二
経
営
法

一
支
那
綿
糸
業
取
調
報
告

一
麦
桿
真
田
業

一
楊
子
江
沿
岸
二
於
ケ
ル
我
燐
寸
ノ
販

路
丼
二
売
買
慣
習

一
長
江
流
域
二
於
ケ
ル
エ
業

一
上
海
倉
庫
業
調
査
報
告
書

一
名
古
屋
織
物
調
査
報
告
書

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

村
井
善
次
郎

滝
　
谷
　
善
　
一

橋
　
爪
　
源
　
吾

鵜
飼
辰
次
郎

佐
　
藤
　
好
　
文

内
村
正
治
郎

長長春西笹武
田沼田　山内
　　　山
正四茂　真尚
義郎躬勉一一

大若

島林

竪方

造雄

湯
村
富
次
郎

竹
内
安
之
助

堀
　
山
　
圭
　
三

大
　
橋
　
芳
　
作

阿
部
吟
次
郎

山
　
崎
　
雄
　
二

原
　
　
精
　
　
一
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一
支
那
人
ノ
株
式
事
業
調
査
報
告

一
満
洲
ノ
金
融

一
楊
子
江
航
運
業
調
査
報
告
書

一
南
清
二
於
ケ
ル
織
物
業
視
察
報
告

一
満
洲
大
豆
取
引
事
情
報
告
書

一
福
島
県
川
俣
町
並
山
形
県
鶴
岡
町
地

方
羽
二
重
事
情
調
査
報
告
書

一
台
湾
製
糖
業
調
査
報
告
書

二
二
池
炭
磁
調
査

一
北
海
道
二
於
ケ
ル
石
炭
取
引
調
査
報

告
書

一
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
事
業
現
況
調
査

報
告

一
九
州
地
方
旅
行
調
査
報
告

　
　
　
以
上
印
刷
セ
ザ
ル
分

同同　同 同同同 同同同同同

桃
　
木
　
長
　
治

小
林
益
太
郎

平
　
井
　
六
　
郎

山
　
田
　
政
　
次

野
　
坂
　
威
　
泰

風
間
武
三
郎

宍
　
道
　
寛
　
一

松
浦
憲
重
郎

宮
　
　
崎
　
　
清

渡
　
辺
　
正
　
明

増
　
田
　
孝
　
吉

犬
正
五
年
七
月
二
十
入
日
印
刷

大
正
五
牛
七
月
三
十

一
日
婁
行

東
京
高
等
商
業
學
稜

　
　
　
　
　
　
　
葉
京
市
京
椿
薗
木
挽
町
二
丁
眉
十
三
番
地

　
印
刷
者
　
　
犬
塚
茂
三

　
　
　
　
　
　
　
東
京
市
京
梧
厘
木
狡
町
二
丁
8
＋
三
番
地

　
印
刷
　
所
　
　
　
　
中
　
屋
　
印
　
刷

　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
犬
亟
・
京
都
・
一
咽
岡
・
仙
轟

　
蟹
賢
所
　
　
丸
善
橡
式
會

駐所邸




